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大阪市職員共済組合　第2期データヘルス計画の策定について

〈趣旨〉

〈現状〉

〈策定のねらい〉

〈他の計画との関係〉

　少子高齢化の進展に伴い、現役世代からの健康づくりの重要性が高まる中、「日本再興戦略」(平成25年6月閣議決定）では、"国民の健康寿命の延伸"が
重要な柱とされた。この戦略の中で、予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくりとして、全ての医療保険者に対し、レセプト等のデータ分析に基づく
データヘルス計画の策定・公表、事業実施、評価等の取組みが求められた。
　これを受けて、大阪市職員共済組合は、平成27年3月に「短期給付財政安定化計画（第１期データヘルス計画）」を策定し、平成27～29年度の3年間、
PDCAサイクルに沿ったレセプト及び特定健診結果のデータ分析、健康課題の明確化を図り、費用対効果の高い保健事業を展開してきた。

　当共済組合においては、生活習慣病の医療費が高いことや医療の高度化などにより、他都市と比して保健給付費が高い状態である。また、高齢者拠出金
についても、前期高齢者給付費額の影響により、依然として高い水準を維持している。
　上記の状況により、短期経理の財政状況は予断を許さない状況である。
　よって、今後も引き続き、組合員に向けた疾病予防・健康増進をはじめ、啓発活動の取組みも強化する等、医療費の更なる削減、適正化が必要となる。

　データヘルス計画では、レセプト等のデータを活用し、効果的・効率的にアプローチすることで事業の実効性を高めていくことがねらいである。
　平成30～令和5年度の6年間の計画を策定する「第2期データヘルス計画」では、第1期計画での成果と課題を踏まえ、「課題と事業の紐付けを明確化」「目
標設定と評価結果の見える化」「情報共有型から課題解決型のコラボヘルスへの転換」等を行うことにより、事業の実効性を高めていく。

　平成30年3月に策定した「第三期特定健康診査等実施計画」は、当共済組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、並び
にその成果に係る目標に関する基本的事項について定めたものであり、データヘルス計画との一体的な運用を念頭におき、単年度ごとにPDCAサイクルに
沿った保健事業を進めていく。

効果的・効率的な保健事業の実施に向けたPDCAサイクル

Plan（計画）

・データ分析に基づく事業の立案

○健康課題、事業目的の明確化

○健康課題の解決に資する事業の選択

○目標及び評価指標の設定 Do（実施）

・事業の実施

Act（改善）

・次サイクルに向けて修正

Check（評価）

・データ分析に基づく事業の立案

・達成の成否の要因分析
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STEP1-1　基本情報

ア．加入者数、所属所数、特定健康診査受診率、特定保健指導実施率（令和3年度） ウ．事業規模（令和5年度）

組合名称

加入者（令和4年3月31日現在）

所属所

全体 組合員 被扶養者 ※組合員一人当たり額は、令和5年度予算組合員数で算出

特定健康診査受診率 86.5% 98.4% 51.9%

特定保健指導実施率 31.2% 32.4% 18.1%

イ．年齢構成（令和3年度）

　大阪市職員共済組合
保健事業区分 予算額（千円） 組合員一人当たり額

（円）　49,718 名

29,251 984

普及啓発費 22,711

　9所属所  

【加入者数内訳】
　　組合員

　24,945名
　男性66.3％（平均年齢46.1歳）
　女性33.7％（平均年齢41.7歳）

健康診断費 437,200 14,711

特定保健指導費 87,497 2,944

　　被扶養者
　24,773名
　男性37.9％
  女性62.1％

助成金 22,440 755

特定健康診査費

事業委託費 22,951 772

764

合計 622,050 20,931

01,0002,0003,0004,000

70～
65～69
60～64
55～59
50～54
45～49
40～44
35～39
30～34
25～29
20～24
15～19
10～14
5～9
0～4

男性

男性 組合員 男性 被扶養者
（人） 0 1,000 2,000 3,000 4,000

女性

女性 組合員 女性 被扶養者

（歳） ● 加入者49,718名の性別による割合は、組合員は男性が

66.3%、女性が33.7%で、男性が女性より約2倍多い。

一方、被扶養者は男性が37.9%、女性が62.1%で、女性が

男性より約1.6倍多い。(ア）

● 年齢構成割合について、男性、女性ともに40歳代と50歳

の割合が高いが、当該年代における被扶養者の割合に

ついては、男女で大きく異なっている。（イ）

● 保健事業規模は、がん検診等の予算を含む健康診断費が

約4.3億円、特定保健指導費が約8千7百万円、事業委託

費は約2千3百万円、助成金は約2千2百万円、特定健康診

査費は約2千9百万円、普及啓発費は約2千3百万円となっ

ている。（ウ）
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STEP1-1　基本情報

エ．組合員数、被扶養者数及び扶養率（経年比較） カ．扶養区分内訳（令和3年度末時点）

　　　　※扶養率：（被扶養者数/組合員数）

オ．令和4年度扶養率（他都市比較）

1

2

3

（各年度末時点。令和4年度は見込み。）

H30 R01 R02 R03 R04

組合員数 24,295 24,283 24,719 24,945 29,415

被扶養者数 26,628 25,908 25,424 24,773 25,297

扶養率 1.10 1.07 1.03 0.99 0.86
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（100.0％）

同居
（97.7%）
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※このグラフの数値は、各指定都市共済組合の令和4年度予算書をもとに、当共済組合が算定した推計値である。

指定都市共済組合平均 0.77

● 扶養率は年々減少しているが、令和4年度予算から算定した扶養率による他都市比較に

おいては、指定都市共済組合の中で、最も高い扶養率である。

他都市の扶養率について、前年度から大きく減少した組合が見られるが、令和４年10月

制度改正により非常勤職員が短期組合員として共済加入した影響と考えられる。（エ、オ）

● 被扶養者のうち子が約72%を占めており、全体の約98％が同居している。（カ）

2



STEP1-1　基本情報

【支出の基本構造（令和3年度）】

業務経理へ繰入

次年度繰越支払準備金

病床転換支援金・還付金・その他　ほか

ケ．休業給付費の構成割合

傷病手当金

出産手当金

休業手当金

育児休業手当金

介護休業手当金

53.0%
47.0%

12.6%

22.8%

7.0%
10.6%8.1%

6.0%

20.4%

12.5%

605,480千円

3.3％

入院

入院外入院外

歯科

歯科
調剤

調剤

育児休業手当金

傷病手当金

介護休業手当金

保健給付

休業給付

附加給付等

連合会拠出金等支払準備金等

前期高齢者納付金

保健給付内訳

入院

ケ．休業給付費の構成割合

キ．各費目別構成割合

1,015,702千円

5.5％

135,637千円

0.7％

1,398,729千円

7.5％

給付費

被扶養者

高齢者

拠出金等

組合員

3,697,468千円

19.9％

後期高齢者支援金
46.5％

13.0％

40.5％

その他

ク．保健給付費の構成割合

7,878,169千円

42.5％

3,812,507千円

20.6％

●高齢者拠出金等が支出全体の約4割を占めている。（キ）

●保健給付費の構成割合は、組合員が53.0%、被扶養者が47.0%となっている。（ク）

●休業給付費は、育児休業手当金が75.0%、傷病手当金が23.9%となっている。（ケ）

144,285千円

23.9％

454,382千円

75.0％

6,517千円

1.1％
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STEP1-1　基本情報

【特定健診受診率、特定保健指導実施率の推移】

H28 H29 H30 R1 R2 R3 H28 H29 H30 R1 R2 R3

全体 85.0 85.4 85.5 86.4 85.2 86.5 全体 28.8 21.1 30.0 30.3 28.8 31.2

組合員 98.2 98.5 98.5 98.3 98.3 98.4 組合員 30.7 22.2 30.6 30.4 28.8 32.4

被扶養者 55.8 55.0 51.3 53.9 48.1 51.9 被扶養者 8.2 10.4 22.9 29.2 28.0 18.1

コ．特定健康診査受診率 サ．特定保健指導実施率

98.2 98.5 98.5 98.3 98.3 98.4

55.8 55.0 51.3 53.9 48.1 51.9

85.0 85.4 85.5 86.4 85.2 86.5 
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30.7 

22.2 

30.6 30.4 28.8 
32.4 
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組合員 被扶養者 全体

● 令和３年度の特定健康診査受診率は、被扶養者の受診率の増加により、全体としては令和２年度に比べて増加し、平成２８年度からの６年間で最

も高くなっている。（コ）

● 令和３年度の特定保健指導実施率は、被扶養者で低下したものの、組合員で増加したので、全体としては令和２年度に比べて増加し、平成２８年

度からの６年間で最も高くなっている。（サ）

(%)(%)
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STEP1-2　保健事業の実施状況

資格 年齢 対象者 実施状況（実績※注2と取組） 成功・推進要因 課題および阻害要因

特定健康診査
（組合員）

【目的】
生活習慣病の予防・早期発見
【概要】
・定期健康診断データ把握
・定期健診対象外の者への受診券発
行、健診データ把握

組合員 40～74 全員 2

【令和3年度実績】
  対象者　16,738人
  受診者　16,470人（受診率　98.4%）

【令和4年度取組】
・39歳以下も含めた健診データ収集
・休職者への受診券発行及び受診勧奨について所属通知
・派遣者の健診結果把握について所属通知

・定期健康診断を特定健診とみなしている
ため、受診率は高い。
　
・コラボヘルスにより、個別に健診結果の収
集が必要な派遣者の結果を把握している
　
・円滑な健診結果収集のため事業主と詳細
な調整を行っている

・未受診者への勧奨は事業主からに
なる
　
・特定健診の対象となる休職者の把
握ができないため受診希望者にしか
受診券を発行できない

・定期健康診断対象外の組合員の把
握が難しい

5

特定健康診査
（被扶養者）

【目的】
生活習慣病の予防・早期発見
【概要】
・配偶者人間ドックによる実施
・集合契約による実施（受診券発行）
・上記以外の特定健診同等の事業受
診者の健診結果の収集

被扶養者 40～74 全員 1

【令和3年度実績】　　　　　　　　　　　　　　※令和2年度の数値
 対象者　6,106人
 受診者　2,996人（受診率　49.1%）　　※48.1%
  各健診種別の実施人数と率
     配偶者人間ドック   　1,855人　30.4%
     集合契約（A・B)　　     940人　15.4%
     郵送による健診結果の把握　 201人  3.3%　※218人　3.9%
　

【令和4年度取組】
・パート先等の健診結果報告者にQUOカードの配付
・未受診者への再勧奨

・パート先等の健診結果報告者にインセン
ティブ（QUOカード）をつけている

・配偶者人間ドック申込者のうち未受診者、
集合契約未受診者への再勧奨

　
・配偶者人間ドックの受診率は、毎年
の入札での医療機関変更による影響
を受けやすい

・配偶者人間ドックの申込期間が1か
月と短い。（扶養認定に間に合わない
場合もあり、申込を控えることも考え
られる）
　

5

※注1　：1．保険者　　2．事業主が主体で保健事業の一部としても活用　　※注2　対象者数や実施者数等は翌年度に確定するため、実績は前年度のものとなる。
※注3　：5．効果があり継続実施　　4．一定の効果があり一部改善のうえ継続実施　　3．効果を検証中　　2．更なる効果に向けて事業内容の見直しが必要　　1．事業廃止の検討が必要

区分 事業名 事業の目的および概要
対象者 実施

主体
※注1

R4年度
事業費
（千円）

振り返り

4

評価
※注3

特
定
健
康
診
査

68,959

保
健
指
導

特定保健指導
（組合員）

【目的】
生活習慣改善による生活習慣
病及び合併症の予防
【概要】
対象者：肥満であり生活習慣病
のリスクが高い者
・39歳以下を含めた事業実施
・初回指導は会場での対面面談
またはオンライン面談の実施
・事業主及び所属所担当者との
連携（コラボヘルス）

組合員

40～74
（当共済
組合独自
事業とし
て39歳以
下も対

象）

基準
該当者

1 50,983

【令和3年度実績】　　　※令和2年度の数値
 （40歳以上組合員）
   対象者 3,068人　※3,332人
   実施者 1,020人（実施率 33.3%）　※34.2%
       内訳）積極的支援　 　478人
　　　        動機付け支援　 542人
 （39歳以下組合員）  対象者　592人　※603人
   実施者 164人( 実施率  27.7%)　※22.6%
      内訳）積極的支援　　    52人
　　      　  動機付け支援　   112人

・オンライン面談　　利用者74人　※2人
・一部所属所において日時を指定した訪問による特定保健指導を実施

　（実施率　平成30年度10.1%、令和3年度77.3%）

・令和3年度運動実践スタータ―講座（定員150人）
参加者75人　　※146人（緊急事態宣言で開催できない回があり、87
名はスマートウォッチの配布のみ）
令和2年度参加者59名(スマートウォッチのみ配付の87名除く)のう
ち、講座前後の腹囲と体重を比較したところ、特定保健指導の評価
基準となる腹囲－2㎝かつ体重－2㎏達成者は１名のみであった。
　
【令和4年度取組】
・(新規)所属へのWi-fi貸出によるオンライン面談の強化
・(新規）4年連続未利用者への特化型特定保健指導の実施
・一部所属所における日時を指定した訪問型特定保健指導の実施を拡大

・全所属所に「データでみるヘルスケア」の説明
・運動実践スターター講座の実施（定員150→100人）
・歯科健診対象者に保健指導・受診勧奨の実施

・全所属所担当者への「データでみるヘル
スケア」の説明により、直接事業の利用勧
奨を実施することが可能となっている。

・オンライン面談の利用者が増加している

・一部所属所において日時を指定した訪問
による特定保健指導を実施し、高い実施率
を維持している。

・所属の職場環境や担当者の意識の
違いにより所属別の実施率に差があ
る
　
・40歳以上の組合員の実施率が低下
している。

・運動実践スタータ―講座について
は、申込者が減っており、また特定保
健指導の評価基準を達成出来た者
は1名のみと結果に結びついていな
い。

5



STEP1-2　保健事業の実施状況

資格 年齢 対象者 実施状況（実績※注2と取組） 成功・推進要因 課題および阻害要因

※注1　：1．保険者　　2．事業主が主体で保健事業の一部としても活用　　※注2　対象者数や実施者数等は翌年度に確定するため、実績は前年度のものとなる。
※注3　：5．効果があり継続実施　　4．一定の効果があり一部改善のうえ継続実施　　3．効果を検証中　　2．更なる効果に向けて事業内容の見直しが必要　　1．事業廃止の検討が必要

区分 事業名 事業の目的および概要
対象者 実施

主体
※注1

R4年度
事業費
（千円）

振り返り 評価
※注3

特定保健指導
（被扶養者）

【目的】
生活習慣改善による生活習慣病及び
合併症の予防
【概要】
対象者：肥満であり生活習慣病のリス
クが高い者
・配偶者人間ドックによる実施
・集合契約機関による実施（利用券発
行）
・遠隔面接による実施（ICT特保）

被扶養者 40～74
基準

該当者
1 1,310

【令和3年度実績】　　　　　　　　　　　　　※令和2年度の数値
  対象者　251人
  実施者　　48人（実施率　19.1%）　※27.5%
     内訳1）積極的支援　18人
　　     　　 動機付け支援 30人
     内訳2）配偶者人間ドックによる利用 32人
　　　        集合契約による利用 9人
               ICT特保による利用　7人

【令和4年度取組】
・配偶者人間ドック実施機関へ訪問し、積極的な特定保健指導の実
施について依頼
・（新規）ICT特保未利用者への再案内

　
・特定健診の受診割合が最も多い配偶者
人間ドックの実施機関に対し、特定保健指
導の実施を働きかけている。

・配偶者人間ドックでの保健指導実施
率は、毎年の入札での実施機関変更
による影響を受けやすい
　
・集合契約実施機関での未実施者の
把握ができないため、利用勧奨がで
きない

・ICT特保の対象者への利用勧奨が
組合員本人を通じてしかできない

5

非肥満個別指
導

【目的】
生活習慣改善による生活習慣病及び
合併症の予防
【概要】
対象者：非肥満であり生活習慣病のリ
スクが高い者
・39歳以下を含めた事業実施
・初回指導は会場での対面面接または
オンライン面接の実施
・事業主及び所属所担当者との連携
（コラボヘルス）

組合員 全年齢
基準

該当者
1 41,759

【令和3年度実績】　　　　　　　　　　　　　　※令和2年度の数値
（全体）
   対象者　3,377人　※3,512人  対象者率　14.3%　※15.5%
   実施者　1,219人（実施率　36.1%）　※39.9%
（40歳以上組合員）
   対象者　2,758人
   実施者　  1,029人（実施率  37.3%）　※41.6%
（39歳以下組合員）
   対象者　619人
   実施者  190人（実施率   30.7%）　※32.2%

・オンライン面談の実施　実施者70人　※26人
・令和3年度食生活実践スターター講座（定員150人）
参加者　86人

【令和4年度取組】
・全所属所に「データでみるヘルスケア」の説明
・オンライン面談の利用勧奨強化
・食生活実践スタータ―講座の実施（定員150人）
・歯科健診対象者に保健指導・受診勧奨の実施

　
・全所属所担当者への「データでみるヘル
スケア」の説明により、直接事業の利用勧
奨を実施することが可能となっている。

・オンライン面談の利用者が増加している。

・所属の職場環境や担当者の意識の
違いにより所属別の実施率に差があ
る
　
・実施率が低下している。

・食生活実践スタータ―講座が令和5
年度で3年目となるため、効果検証が
必要である

4

糖尿病重症化
予防事業

【目的】
糖尿病による重症化・合併症発症予防
と医療費の抑制
【概要】
対象者：HbA1c７%以上の者
・受診支援及び保健指導支援
・39歳以下を含めた事業実施
・事業主及び所属所担当者との連携
（コラボヘルス）

組合員 全年齢
基準

該当者
1 4,552

【令和3年度実績】　　　　　　　　　　　　　　※令和2年度の数値
（受診支援）
　対象者　　544人 ※532人
　実施者　　293人（実施率　53.9%）　※10.1%
　受診者　　487人（受診率　89.5%）　※92.3%
　未受診者　 57人（未受診率10.5%）※  7.7%

　保健指導支援実施者46人　※16人
　保健指導支援終了者12人　※3人

【令和4年度取組】
・受診支援全対象者の状況把握（回答書の返送がない者に対し所
属所を通じて連絡）
・未受診者及び不適切治療者のレセプト分析
・全事業主及び所属所に「データでみるヘルスケア」の説明

・回答書の返送がない者に対し所属所を通
じて架電することで、受診支援の利用率が
上昇している。

・受診支援対象者のうち57人（10.5%）
が未受診である

・受診支援が終了するまでの期間が
長く、保健指導支援の導入前に脱落
してしまい、保健指導支援の実施者
が少ない

4

保
健
指
導
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STEP1-2　保健事業の実施状況

資格 年齢 対象者 実施状況（実績※注2と取組） 成功・推進要因 課題および阻害要因

※注1　：1．保険者　　2．事業主が主体で保健事業の一部としても活用　　※注2　対象者数や実施者数等は翌年度に確定するため、実績は前年度のものとなる。
※注3　：5．効果があり継続実施　　4．一定の効果があり一部改善のうえ継続実施　　3．効果を検証中　　2．更なる効果に向けて事業内容の見直しが必要　　1．事業廃止の検討が必要

区分 事業名 事業の目的および概要
対象者 実施

主体
※注1

R4年度
事業費
（千円）

振り返り 評価
※注3

がん検診

【目的】
がんの早期発見・早期治療によるがん
死亡の減少
【概要】
・自己負担金の原則無料化
・受診勧奨
・精度管理
・精検受診勧奨

組合員 全年齢 全員 1 333,528

【令和3年度実績】
　国のがん対策推進基本計画に基づき、40歳以上（子宮頸がんの
み20歳以上）とする。　※令和2年度の数値
　
 ①受診率（目標値50%）
    胃がん検診43.0%   　※37.6%
　　肺がん検診48.4%　 　※41.3%
    大腸がん検診46.8%　※43.4%
　　乳がん検診50.3%　　 ※45.7%
    子宮頸がん検診39.3%　　※30.5%
 ②精密検査受診率（目標値90%）
    胃がん検診81.1.%    ※80.3%
  　肺がん検診69.2%     ※82.7%
    大腸がん検診56.5%  ※63.2%
  　乳がん検診72.4%     ※83.5%
    子宮頸がん検診53.9%  ※85.7%

【令和4年度取組】
・8月追加募集
・20～30歳代女性組合員へ子宮頸がん検診受診勧奨個別通知
・自己負担金の原則無料化
・医療機関による精密検査対象者への紹介状の発行、未受診者へ
の受診勧奨通知

　
・自己負担金の原則無料化により、全ての
がん検診において受診率が上昇している。

・受診率は上がっているが、乳がん検
診以外は国の目標値である50％を下
回っている。

・精密検査受診率は国の目標値であ
る90%を下回っており、特に大腸がん
と子宮頸がんは低い。

4

出張型健康講
座

【目的】
へルスリテラシーの向上による
健康増進
【概要】
所属へ出張し健康講座を実施

組合員 全年齢 全員 1 21,560

【令和3年度実績】　　　　※令和2年度の数値
実施回数　230回（うちオンライン24回）　※229回
実施者数　4,338人　※4,742人
所属実施率61.7 %　※63.3%
満足度（アンケート結果） 94.8％　※93.7%

【令和4年度取組】
・全所属所に「データでみるヘルスケア」の説明
・オンライン講座の利用勧奨

・受講者のアンケート結果から各講座の満
足度は高い
　
・「データでみるヘルスケア」の説明により、
各所属の健康課題に即した講座内容を提
示

・オンラインの活用により、業務や勤務場所
の都合で、講座受講が難しい所属の利便
性を高める

・コロナ禍による感染対策により、少
人数開催としたため、実施回数が増
加し、実施者数は減少している。
　
・所属が講座のテーマを決めて申込
むため、組合員が希望する健康講座
を必ずしも受講できるわけではない。

4

医療費通知

【目的】
医療費抑制
【概要】
個別通知

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1 4,268

【令和3年度実績】
年間通知数　87,452通

【令和4年度取組】
・個別通知の継続実施

・個別通知している

・啓発文書を同封している

・他県等で自治体の医療費助成制度利用
者は届出をするように周知している

・開封してもらえるような工夫

・啓発文書の内容の更なる充実
5

後発医薬品の
使用促進

【目的】
医療費抑制
【概要】
個別通知（差額通知）
啓発文書
広報誌掲載

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1 1,465

【令和3年度実績】
差額通知数　3,000通

【令和4年度取組】
・差額通知数 3,000通（切替効果の高い上位から）
・新規組合員に対して希望カード及び希望シールを配付
・広報誌へ啓発記事を掲載
・医療費通知に啓発文書を同封
・令和3年度実施の差額通知の効果検証を実施

・差額通知に加え、医療費通知に啓発文書
を同封することや、広報誌に記事を掲載す
るなど啓発の強化を行うことにより、使用率
は徐々に増加している
　
・差額通知の実施により使用率が向上する
など一定の効果があった

・国の使用率の目標は2023年度末ま
でに全ての都道府県で80％ではある
が、当共済組合の令和4年9月実績は
80.80％となり、目標数値を達成した

・差額通知や啓発文書、広報誌等の
啓発内容の更なる工夫（新規組合員
に対する、使用促進カード・シールの
配付など）

5

普
及
啓
発

疾
病
予
防
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STEP1-2　保健事業の実施状況

資格 年齢 対象者 実施状況（実績※注2と取組） 成功・推進要因 課題および阻害要因

※注1　：1．保険者　　2．事業主が主体で保健事業の一部としても活用　　※注2　対象者数や実施者数等は翌年度に確定するため、実績は前年度のものとなる。
※注3　：5．効果があり継続実施　　4．一定の効果があり一部改善のうえ継続実施　　3．効果を検証中　　2．更なる効果に向けて事業内容の見直しが必要　　1．事業廃止の検討が必要

区分 事業名 事業の目的および概要
対象者 実施

主体
※注1

R4年度
事業費
（千円）

振り返り 評価
※注3

広報誌等発行

（共済組合だより）
【目的】
へルスリテラシーの向上による
健康増進、医療費抑制への意
識づけ
【概要】
(共済組合だより）
年4回、運営、事業案内、健康
情報の提供等

（健康カレンダー）
年1回、健康関連情報や医療費
抑制の提供等

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1 13,426

（共済組合だより）
【令和3年度実績】
・年４回配付
・ホームページに掲載
　
【令和4年度取組】
・年４回配付
・保健事業、生活習慣病予防等の健康情報をホームページと関連さ
せて掲載
・後発医薬品の使用促進を4回シリーズで掲載

（健康カレンダー）
【令和3年度実績】
・年1回配付
・年間発行部数約29,600部
　
【令和4年度取組】
・カレンダーの配付
・健康情報以外に医療費抑制に係る情報を掲載

（共済組合だより）
・全組合員・被扶養者に計画的に広く情報
を発信できる
　
（健康カレンダー）
・カレンダーにすることで、各月に合わせた
事業や食事・運動等の健康情報の提供が
できる

（共済組合だより）
・組合員に配付することから被扶養者
に行き届いていない場合がある
　
（健康カレンダー）
・壁掛け式以外の形式やサイズ変更
を検討する必要がある

4

ホームページ

【目的】
各種制度や事業の情報提供、
へルスリテラシーの向上による
健康増進
【概要】
各種制度の説明、事業案内、健
康情報の提供等

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1 110

【令和3年度実績】
年間アクセス数291,238件
　
【令和4年度取組】
・保健事業関連情報の更新（2回実施）
・各種制度関連情報の随時更新
・健康情報の提供

・最新の情報を組合員が得たい時に提供で
きる

・制度や事業に関する情報は、バ
ナーが設けられて把握しやすいが、
健康情報を得るバナーがないため情
報が得にくい。

4

レセプト内容点
検

【目的】
医療費の適正化
【概要】
支払基金で審査されたレセプト
について、より詳細な内容点検

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1 5,126

【令和3年度実績】
2,588件（約4,817千円）の査定額
（委託費 約1,090千円）

【令和4年度取組】
・点検業務の継続実施

・より詳細なレセプト内容点検を実施（業務
委託）することで、医療機関に対して請求内
容適正化の意識づけに繋がっている

・重複、頻回受診者に係る対策の検
討が必要

5

加入者の適正
服薬に対する
取組

【目的】医療費の適正化
【概要】個別通知

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1 0
【令和4年度取組】
・対象者の抽出基準、通知内容及び送付方法等を検討

ー

・通知内容には要配慮個人情報が含
まれ、被扶養者が対象となる場合の
送付方法等、個人情報の取扱い等に
ついて検討が必要

3

柔道整復施術
療養費の適正
化

【目的】
医療費の適正化
【概要】
請求内容の審査や適正受診に
向けた取組

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1 10,674

【令和3年度実績】
療養費約1,317千円増加（約0.1%増）
（委託費約4,753千円）

【令和4年度取組】
・点検業務の継続実施
・新規資格取得者に適正受診の啓発

・内容点検や照会等による啓発を実施（業
務委託）することで、適正受診の意識づけ
に繋がっている

・通報内容の情報共有を行うなど、審査体
制の強化を図る

・対象者を絞った啓発の実施

・療養費は年々減少しているものの、
一人当たりでは他の指定都市共組合
に比べて依然として高い水準である

・適正受診の意識づけのための広報
等の強化

5

扶養認定の適
正な運営

【目的】
医療費の適正化
【概要】
扶養状況確認調査（検認）

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1 5,610

【令和3年度実績】
検認結果：59名（対象者の約3.0%）を資格喪失等により是正
参考：令和2年度は対象者の約2.8%を是正
（委託費：4,950千円）

【令和4年度取組】
・検認の継続実施

・広報誌で検認の必要書類等を事前に案内
することにより遅滞なく実施することができ
ている

・広報誌で検認結果等を記載することにより
扶養認定基準への理解を深めている

・扶養認定基準に係るQAを掲載し
ホームページの内容の充実をしてい
るが、さらなる充実、周知の徹底が必
要

5
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適
正
化
事
業
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STEP1-3　他都市比較

大阪市 札幌市 川崎市 横浜市 名古屋市 京都市 神戸市 広島市 北九州市 福岡市 10市平均

27,075 16,929 15,619 37,043 30,019 16,498 20,048 19,727 11,314 14,870 20,914

25,476 12,669 12,293 24,197 24,276 15,243 14,428 11,555 9,616 10,981 16,073

0.94 0.75 0.79 0.65 0.81 0.92 0.72 0.59 0.85 0.74 0.77

95.00 95.32 74.16 66.92 94.00 92.46 78.00 72.22 87.78 83.60 83.95

9,224,300,000 4,959,227,000 4,567,707,000 9,075,922,000 9,003,621,000 5,194,150,000 5,521,726,000 4,535,779,000 2,938,820,000 3,969,742,000 5,899,099,400

340,694 292,943 292,446 245,010 299,931 314,835 275,425 229,927 259,751 266,963 282,062

423 594 103 157 1,006 484 274 90 178 235 354

492,277 401,949 523,961 507,804 413,046 344,967 383,686 402,837 289,290 257,753 401,757

3,746,707,163 1,890,704,568 992,140,527 1,471,988,836 3,649,576,054 1,819,721,212 2,002,455,211 695,203,399 972,619,313 1,069,802,530 1,831,091,881

138,383 111,684 63,521 39,737 121,576 110,300 99,883 35,241 85,966 71,944 87,823

3,762,339,140 1,986,911,710 2,151,319,859 4,727,535,958 3,919,631,680 2,186,396,518 2,669,400,569 2,019,826,948 1,388,540,434 1,767,548,193 2,657,945,101

138,960 117,367 137,737 127,623 130,572 132,525 133,150 102,389 122,728 118,867 126,192

7,509,046,303 3,877,616,278 3,143,460,386 6,199,524,794 7,569,207,734 4,006,117,730 4,671,855,780 2,715,030,347 2,361,159,747 2,837,350,723 4,489,036,982

277,342 229,052 201,259 167,360 252,147 242,824 233,034 137,630 208,694 190,810 214,015

医療給付費（円）

組合員数（短期）
（人）

被扶養者数
（人）

扶  養  率
（被扶養者数/組合員数）

令和３年度
短期保険料率（‰）

組合員一人当たり
医療給付金額（円）

前期高齢者（65－74）加入者数（人）

概算前期高齢者加入率（%）
（最低加入率　1.00000）

1.000000 2.139461

概算後期高齢者支援金
組合員一人当たり金額（円）

概算前期高齢者納付金・
概算後期高齢者支援金合計（円）

納付金・支援金
組合員一人当たり金額（円）

1.163885 1.29777

前期高齢者一人当たり医療費（円）

概算前期高齢者納付金（円）

概算前期高齢者納付金
組合員一人当たり金額（円）

概算後期高齢者支援金（円）

1.000000 1.964077 1.659694 1.000000 1.000000 1.0505811.000000

●組合員一人当たり医療給付金額及び納付金・支援金組合員一人当たり金額は、指定都市共済組合の中で最も高い。

指定都市共済組合比較表 （令和４年度予算ベース） この表中の数値は、各指定都市共済組合の予算書をもとに、当共済組合が算定した推計値である。
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STEP1-4　医療費の分析

【医療費の概要】

ア．総医療費の推移（診療区分別） イ． ウ．

エ． オ．

伸び率（対前年度比） (%)

歯科 2.9 △ 0.8 7.2 4.8

調剤 5.3 0.2 3.3 2.7

入院 5.1 △ 13.7 16.2 2.8

入院外 △ 0.6 △ 5.3 15.0 7.5

総医療費 2.3 △ 5.9 11.9 －

総医療費における加入者一人当たり件数【受診
率】の推移（診療区分別）

総医療費における１日当たり医療費の推移
（診療区分別）

総医療費における1件当たり日数の推移
（診療区分別）

総医療費における加入者一人当たり医療費の
推移（診療区分別）

R1 R2 R3
参考（※）

R3国

調剤 歯科 入院外 入院

R1 3.83 1.86 6.75 0.09

R2 3.42 1.77 5.94 0.07

R3 3.75 1.92 6.45 0.08

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

1,716 1,720 1,777

1,164 1,155 1,237

3,872 3,666
4,217

2,374
2,048

2,380

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

R1 R2 R3

入院

入院外

歯科

調剤

9,611

(百万円)

9,126
8,589 

調剤 歯科 入院外 入院

R1 8,934 7,904 7,864 62,564

R2 10,041 8,229 8,552 67,842

R3 9,557 8,547 9,127 76,272

0

20,000

40,000

60,000

80,000

(円)

調剤 歯科 入院外 入院

R1 1.0 1.6 1.5 8.9

R2 1.0 1.6 1.4 8.1

R3 1.0 1.5 1.4 8.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

(日)
34,254 34,383 35,826

23,231 23,083 24,953

77,287 73,289
85,050

47,390 40,955
48,003

0

50,000

100,000

150,000

200,000

R1 R2 R3

入院

入院外

歯科

調剤

193,831 
171,710171,710

182,162

(円)

● 総医療費は、令和２年度より約11.9%増加している。(ア)

● 令和２年度と比較して、加入者一人当たり件数及び加入者一人当たり医療費はすべての診療区分において増加している。（イ・オ）

● 1日当たり医療費は、調剤は微減、歯科、入院外は微増、入院は増加し、1件当たり日数は横ばいであった。（ウ・エ）

(件)

※国：厚生労働省保険局調査課「令和3年度医療費の動向」よりより
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STEP1-4　医療費の分析

カ． キ．令和3年度の総医療費における加入者1日当たり医療費及び１件当たり日数（年齢階級別）

ク．

令和3年度の総医療費における加入者一人当たり医療費
（年齢階級別・診療区分別）

令和3年度の総医療費における加入者一人当たり件数【受診率】
（年齢階級別・診療区分別）

185,471

136,673

104,914
144,855

183,433

277,024

412,292

718,667

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

入院

入院外

歯科

調剤

(円) (歳)

14.6 

9.5 
8.1 

10.1 
11.6 

15.3 

19.1 

28.7 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

入院

入院外

歯科

調剤

(歳)
(件)

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

(円)

(歳)

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

(円)

(歳)

（日）

（日）

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

(円)

(歳)

（日）

：１日当たり医療費 ：１件当たり日数

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

(円)

(歳)

● 加入者一人当たり医療費について年齢階級別に見た場合、40歳代から段階的に増加し、70歳以上が突出して高く、70歳以上はすべての診療区分において他の年代

より高くなっている。(カ)

● 70歳以上について、加入者一人当たり医療費に占める割合は入院が高くなっているが、加入者一人当たり件数（受診率）は入院の割合が最も低くなっている。（カ・ク）

● 入院について、70歳以上は１件当たり日数が最も長いが、1日当たり医療費は最も低くなっている。１日当たり医療費が最も高いのは10代で、１件当たり日数は10歳未

満が最も短くなっている。（キ）

入院 入院外

調剤歯科
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STEP1-4　医療費の分析

ケ．総医療費における疾病構成割合（令和3年度） コ.

サ．生活習慣病にかかる加入者一人当たり医療費の推移 シ．令和3年度生活習慣病にかかる加入者一人当たり医療費（年齢階級別）

虚血性心疾患
脳血管疾患

総医療費における加入者一人当たり医療費の推移
（疾病別）

生活習慣病

約1,106百万円

11.5%
歯科

約1,144百万円

11.9%

呼吸器系

約856百万円

8.9％

悪性新生物

約656百万円

6.8%

消化器系

約578百万円

6.0％

その他

約5,272百万円

54.9%

92,351 89,616
106,313

10,899 10,252

11,65314,761 15,039

13,23020,476
13,225

17,260
21,557

21,526

23,071
22,115

22,049

22,301
182,159

171,708

193,829

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

R1 R2 R3

生活習慣病

歯科

呼吸器系

悪性新生物

消化器系

その他

(円)

2,526 2,762 2,551

1,911 1,870 2,067

2,289 2,554 1,725

2,081 1,434
1,627

3,447 3,434 3,686

3,862 3,798 4,118

5,999 6,198 6,526

22,115 22,049 22,301

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

R1 R2 R3

高血圧性疾患

糖尿病

脂質異常症

虚血性心疾患

脳血管疾患

腎不全

その他

(円)

3,799

214
195 640

4,050

12,595

3,854

752

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～

高血圧性疾患

糖尿病

脂質異常症

虚血性心疾患

脳血管疾患

腎不全

その他

(円) (歳)

※本ページ以降の疾病別医療費は、ICD10等疾病分類に基づく分配後の医療費であり、円未満の端数処理により合計額と内訳の合計は必ずしも一致しない。

また、加入者一人当たり医療費は、前ページの診療区分別の値とも一致しない。
生活習慣病（悪性新生物を除く）医療費

は、総医療費の11.5％（約11億円）、歯

科は11.9％（約11.4億円）、悪性新生物

は6.8％（約6.5億円）を占めている。（ケ）

疾病別の加入者一人当たり医療費につ

いて、令和２年度より増加したが、悪性

新生物については減少した。（コ）

生活習慣病にかかる加入者一人当たり

医療費は高血圧性疾患が最も高く、次

いで糖尿病、脂質異常症となっている。

令和２年度と比較し脳血管疾患以外の

生活習慣習慣病については加入者一

人当たり医療費が増加している。（サ）

生活習慣病にかかる加入者一人当たり

医療費は、40歳代で急増し、50歳代が

突出して高くなっている(12,595円）。ま

た、50歳代では高血圧性疾患が約30%

（3,799円）を占めている。（シ）

●

●

●

●
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STEP1-4　医療費の分析

【前期高齢者医療費の概要】

ス．前期高齢者医療費の推移（診療区分別） セ．

ソ．

伸び率（対前年度比） (%)

調剤 △ 12.6 △ 5.7 15.7 3.3

入院外 2.7 6.9 △ 7.7 15.0

歯科 4.2 △ 3.7 2.5 7.2

総医療費 5.9 △ 14.8 △ 5.3 11.9

入院 18.0 △ 35.6 △ 15.0 16.2

令和3年度の前期高齢者医療費における前期高齢者一人当たり件数【受診率】、
１件当たり日数及び１日当たり医療費

令和3年度の前期高齢者医療費における前期高齢
者一人当たり医療費（診療区分別）

R1 R2 R3
（参考）R3
総医療費

49 46 54

18 18 18

100 107 99

136
88 74

0

50

100

150

200

250

300

350

R1 R2 R3

入院

入院外

歯科

調剤

(百万円)

304

245259

調剤 歯科 入院外 入院

R1 8.47 3.10 14.67 0.51

R2 7.35 2.59 12.58 0.29

R3 8.02 2.67 13.33 0.26

0.00

5.00

10.00

15.00

受診率

調剤 歯科 入院外 入院

R1 1.0 1.8 1.6 17.3

R2 1.0 1.9 1.6 14.0

R3 1.0 1.8 1.6 14.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

(日)

調剤 歯科 入院外 入院

R1 13,722 7,689 10,067 36,685

R2 13,586 7,906 11,601 46,464

R3 14,821 8,435 10,248 42,100

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

(円)

(件)

R1 R2 R3
参考

（※）

入院 321,926 188,862 165,132 48,003

入院外 237,463 231,438 219,661 85,050

歯科 43,353 38,048 40,135 24,953

調剤 116,264 99,900 118,928 35,826

0

200,000

400,000

600,000

800,000
入院

入院外

歯科

調剤

(円)
● 前期高齢者医療費について、総額は令和２年度より約5.3%減少しているが、調剤は約15.7%増加している。（ス）

● 前期高齢者の一人当たり件数（受診率）は、令和２年度と比較して入院以外で増加したが、1件当たり日数につい

ては入院以外の診療区分において、横ばいまたは微減であった。（セ）

● 令和３年度の前期高齢者一人当たり医療費（約54万円）は、総医療費における加入者一人当たり医療費（約19万

円）の約2.8倍となっている。（ソ）

1件当たり日数

1日当たり医療費

543,857

193,831

719,005

558,249

※令和3年度総医療費における加入者一人当たり医療費
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STEP1-4　医療費の分析

【一人当たり医療費】

タ．組合員一人当たり医療費の推移（年齢階級別） チ．被扶養者一人当たり医療費の推移（年齢階級別）

一人当たり医療費(円） 一人当たり医療費(円）

総医療費における各年齢別医療費の構成比（%) 総医療費における各年齢別医療費の構成比（%)

※構成比は小数点以下第3位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

ツ．組合員（受診者）一人当たり件数【受診率】の推移（年齢階級別） テ．被扶養者（受診者）一人当たり件数【受診率】の推移（年齢階級別）

本人

本人

本人

本人

本人

4.89 3.8426.60 26.33 7.11 3.57 10.97 16.68

4.66 4.4224.29 7.16 4.52 12.47 17.50

R3 0.01 6.72 12.12 26.54 41.65 12.96 R3

24.98

280,650

4.53 4.80
R2 0.02 6.02 12.70 28.22 40.84 12.20 R2

29.99 21.33 6.43 4.35 12.25 16.31R1 0.02 5.68 13.39 30.23 40.85 9.83 R1

185,471

106,416 91,482 145,807 188,408
164,739 245,386 393,156 R2

192,804

102,486 148,368 195,516

276,294
336,020 701,899

R3 31,681 107,165 144,014 179,592 275,829 421,476 R3

150,170 110,837 92,043 153,059 182,451 262,237

383,267 748,290136,847

R2 39,511 97,139 131,827

60～69歳 70歳以上

R1 27,896 106,295 136,723 177,359 258,474 392,795 R1

0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上

383,013 956,549

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～

R1 R2 R3

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

0～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～

R1 R2 R3

(円)(円)

● 組合員または被扶養者の年齢階級別の一人当たり医療費及び件数（受診率）は、年齢が上昇するにつれて増加しており、特に50歳代からの増加が著しい。また被

扶養者については70代で突出して高くなっている。また、組合員の総医療費における各年齢別医療費の構成比では、50歳代が全体の41.6％を占めており高い割合と

なっている。（タ・チ・ツ・テ）

● 組合員または被扶養者の受診率について、ほとんどの年齢層において、令和２年度より増加している。（ツ・テ）

(歳) (歳)

3.4 
8.7 10.0 11.7 15.3 

19.6 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0

10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～

R1

R2

R3

(件)

14.6 
9.5 7.5 10.5 11.3 

15.2 18.0 
29.3 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0

0～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～

R1

R2

R3

(件)(歳) (歳)
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STEP1-4　医療費の分析

ト． ナ．

一人当たり医療費(円） 一人当たり医療費(円）

一人当たり医療費における診療区分別医療費の構成比（%) 一人当たり医療費における診療区分別医療費の構成比（%)

18.2

11.2 10.1 6.5

調剤 12.8 15.1 25.9 21.6 18.8 14.5

歯科 11.8 14.8 17.1 16.3 13.2

17.8 19.8 20.5調剤 14.4 16.9 22.1 16.1

歯科 17.3 20.1 16.7 14.3 10.9 8.8

入院外 48.0

25.9 37.3

入院外 70.0 42.4 41.2 46.2 41.9 45.7

入院 25.8 26.1 18.3 29.6 17.1

41.3 44.2 35.742.3 42.6 37.9 51.4

入院 0.0 22.5 16.2 18.0 28.3 30.9

調剤 26,722

31,42121,494 24,086 25,637 30,180 37,247

29.7

38,770 48,938

調剤 4,046 16,175 37,335 38,730 51,961 61,221

歯科 21,832 20,190 17,512 24,256 25,861

50,007 75,868 153,10823,061 22,638 23,861 35,550

歯科 5,471

83,291 99,088 278,803

入院外 22,164 45,406 59,279 82,924 115,573 192,690

入院 47,816 35,753 18,717 43,966 33,521

115,931 169,541 267,44157,843 43,617 56,285 100,584

入院 0 24,091 23,313 32,300 78,115 130,318

60歳以上 0～9歳

入院外 89,101

令和3年度組合員一人当たり医療費
（年齢階級別・診療区分別）

令和3年度被扶養者一人当たり医療費
（年齢階級別・診療区分別）

10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～

調剤 歯科 入院外 入院

(円)
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

0～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～

調剤 歯科 入院外 入院
(円) (歳)(歳)

● 組合員一人当たり医療費は、全ての年齢層において入院外の割合が最も高い。（ト）

● 被扶養者一人当たり医療費が一番高い70歳以上では、入院の割合が最も高くなっており、一人当たり約27万8千円で一人当たりの医療費の37.3％を占めてい

る。（ナ）
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STEP1-4　医療費の分析

ニ．令和3年度疾病別の組合員一人当たり医療費（男性） ヌ．

ネ．令和3年度疾病別の組合員一人当たり医療費（女性） ノ．

生活習慣病医療費の組合員一人当たり医療費
の推移（男性）

生活習慣病医療費の組合員一人当たり医療費
の推移（女性）

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

先天奇形・変形・染色体異常
保健サービスの利用
耳・乳様突起の疾患

神経系の疾患
血液・造血器の疾患、免疫機構の障害

眼・付属器の疾患
感染症・寄生虫症

腎尿路生殖器系の疾患
皮膚・皮下組織の疾患

損傷・中毒・その他の外因の影響
その他

呼吸器系の疾患
精神・行動の障害

筋骨格系・結合組織の疾患
消化器系の疾患

内分泌・栄養・代謝疾患
新生物

歯科
循環器系の疾患

(円)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

周産期に発生した病態
先天奇形・変形・染色体異常

保健サービスの利用
耳・乳様突起の疾患

血液・造血器の疾患、免疫機構の障害
感染症・寄生虫症

神経系の疾患
妊娠・分娩・産じょく

損傷・中毒・その他の外因の影響
眼・付属器の疾患

その他
皮膚・皮下組織の疾患

精神・行動の障害
循環器系の疾患

内分泌・栄養・代謝疾患
呼吸器系の疾患
消化器系の疾患

腎尿路生殖器系の疾患
筋骨格系・結合組織の疾患

歯科
新生物

(円)

：生活習慣病医療費にかかる疾患

2,935

489

939

1,729

2,242

3,864

5,046

0 5,000 10,000 15,000

その他

虚血性心疾患

腎不全

脳血管疾患

糖尿病

脂質異常症

高血圧性疾患

R1

R2

R3

(円)

3,907

3,781

3,977

2,578

6,957

8,692

13,103

0 5,000 10,000 15,000

その他

腎不全

虚血性心疾患

脳血管疾患

脂質異常症

糖尿病

高血圧性疾患

R1

R2

R3

(円)

●

●

男性では、生活

習慣病医療費

である循環器系

の疾患が最も

高く、突出して

いる。（ニ）

●

●

生活習慣病医

療費について、

どの疾患にお

いても女性より

男性の一人当

たり医療費が

高い。（ヌ・ノ）

男性の生活習

慣病医療費で

は、高血圧性疾

患が最も高く、

次いで糖尿病、

脂質異常症と

なっている。

（ヌ）

女性では、新生

物が最も高く、

次いで歯科と

なっている。

（ネ）

：生活習慣病医療費にかかる疾患
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STEP1-4　医療費の分析

ハ．生活習慣病にかかる組合員一人当たり医療費の推移（男性）（年齢階級別）

ヒ．生活習慣病にかかる組合員一人当たり件数【受診率】の推移（男性）（年齢階級別）

虚血性心疾患

脳血管疾患

腎不全

105,171
100,872

133,075

73,214
70,382

68,374

24,518
27,349
28,558

7,696
8,672
8,276

1,913
1,735
1,527

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

高血圧性疾患 糖尿病 脂質異常症 虚血性心疾患 脳血管疾患 腎不全 その他

(円)

R1
R2
R3

～29

(歳)

R1

R2

R3

R1

R2

R3

R1

R2

R3

R1

R2

R3

30～39

40～49

50～59

60～

● 生活習慣病にかかる男性組合員一人当たり医療費は、40歳代からの増加が著しい。（ハ）

● 生活習慣病にかかる男性組合員一人当たり件数（受診率）は、高血圧性疾患、糖尿病、脂質異常症の割合が高く、3つの疾患で全体の約80%を占める。（ヒ）

11.4
11.1
11.2

7.5
7.2
7.2

3.3
3.1
3.0

0.7
0.7
0.8

0.3
0.2
0.2

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

高血圧性疾患 糖尿病 脂質異常症 虚血性心疾患 脳血管疾患 腎不全 その他

(件)

R1
R2
R3

～29

(歳)

30～39

40～49

50～59

60～

R1
R2
R3

R1
R2
R3

R1
R2
R3

R1
R2
R3
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STEP1-4　医療費の分析

フ．生活習慣病にかかる組合員一人当たり医療費の推移（女性）（年齢階級別）

ヘ．生活習慣病にかかる組合員一人当たり件数【受診率】の推移（女性）（年齢階級別）

8.9 
8.4 

8.2 

5.3 
4.9 
4.9 

1.6 
1.4 
1.4 

0.557 
0.5 
0.5 

0.22 
0.2 
0.3 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

高血圧性疾患 糖尿病 脂質異常症 虚血性心疾患 脳血管疾患 腎不全 その他

（件）

R1
R2
R3～29

(歳)

R1
R2
R3

R1
R2
R3

R1
R2
R3

R1
R2
R3

30～39

40～49

50～59

60～

● 生活習慣病にかかる女性組合員一人当たり医療費は、40歳代からの増加が著しい。（フ）

● 生活習慣病にかかる女性組合員一人当たり件数（受診率）は、高血圧性疾患、糖尿病、脂質異常症の割合が高く、3つの疾患で全体の約80%を占める。（ヘ）

61,355
65,531

49,264

33,465
32,424

31,581

17,417
13,762
13,648

4,789
6,459
6,362

1,462
1,867
2,011

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

高血圧性疾患 糖尿病 脂質異常症 虚血性心疾患 脳血管疾患 腎不全 その他

(円)

R1

R2

R3
～29

(歳)

R1

R2

R3

R1

R2

R3

R1

R2

R3

R1

R2

R3

30～39

40～49

50～59

60～
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STEP1-4　医療費の分析

【がん関連医療費・透析関連医療費（組合員）】
ホ. マ． ミ．

【柔道整復師等にかかる療養費】
ム．療養費（当共済組合支給分）及び件数（経年比較） メ．令和３年度施術分組合員一人当たり療養費

（指定都市共済組合比較）

がん（肺、大腸、胃）関連医療費における
一人当たり医療費の推移（男性）

がん(肺、大腸、胃、乳、子宮頸）関連医療費における一人当たり医
療費の推移（女性）

透析関連医療費における組合員一人
当たり医療費及び受診者数

肺がん 大腸がん 胃がん

R1 2,798 1,316 1,217

R２ 3,561 2,144 703

R3 3,508 3,127 577

0

2,000

4,000

6,000

8,000

R1 R２ R3

乳がん 肺がん 大腸がん 胃がん 子宮頸がん

R1 7,782 2,454 2,267 555 20

R2 6,526 3,600 804 106 52

R3 6,677 3,854 418 375 559

0

2,000

4,000

6,000

8,000

R1 R2 R3

10,935 10,414
9,842

41
37

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

R1 R2 R3
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

一人当たり医療費 受診者数

（円） （人）

（円）（円）

123 121 122 

25,713 
24,055 

25,186 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

20

40

60

80

100

120

140

R1 R2 R3

療養費 件数

（百万円） （件数）

4,910

3,583
3,321

2,834

2,299 2,208
1,987 1,914

1,495 1,365

0

2,000

4,000

6,000

大
阪
市

北
九
州
市

京
都
市

福
岡
市

神
戸
市

名
古
屋
市

横
浜
市

川
崎
市

広
島
市

札
幌
市

指定都市共済組合平均 2,590円

（円）

【がん関連医療費・透析関連医療費】

令和3年度の男性組合員一人当たり医

療費は肺がんが最も高い。胃がんは

年々減少している。（ホ）

●

●

●

女性組合員一人当たり医療費は、乳が

んが最も高い。（マ）

【柔道整復師等にかかる療養費】

件数及び療養費は横ばいであるが、組合

員一人当たり療養費は、指定都市共済組

合の中で突出して高い。 （ム・メ）

透析関連医療費において、受診者数

は年々減少している。（ミ）
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STEP1-5　健康分布図

組合員 被扶養者
全年齢 40歳以上 39歳以下 40歳以上

異常なし

保健指導判定値

以上で未服薬者

受診勧奨判定値

以上で未服薬者

服薬者

肥満で
保健指導対象者

非肥満で
保健指導対象者

令和2年度から

令和3年度にかけ

ての増減

【参考】保健指導判定値と受診勧奨値

※肥満判定基準；【腹囲】男性85cm以上、女性９０cm以上または【BMI】25以上

HbA1c

HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ

空腹時血糖

39以下 ―

mg/dl

％ 5.6以上 6.5以上

中性脂肪 mg/dl 150以上

mmHg

140以上

90以上

mg/dl

300以上

令和3年度特定健康診査受診者26,504人（組合員23,550人、被扶養者2,954人）の結果

（ 　）

令和２年度特定健康診査受診者24,992人（組合員22,654人、被扶養者2,338人）の結果

単位 保健指導判定値以上 受診勧奨判定値以上
◆受診勧奨値以上
　いずれか１項目でも「受診勧奨値」に該当した
者
◆保健指導判定値以上
　いずれか１項目でも「保健指導判定値」に
　該当し、「受診勧奨値以上」に該当しない者

血圧

血糖

脂質

100以上 126以上

収縮期血圧 mmHg 130以上

拡張期血圧 85以上

特定健康診査受診者の結果について集計し、 腹囲とBMIから「肥満」「非肥満」群に分け、各群で「異常なし」「保健指導判定値以上未服薬者」「受診勧奨値以上で未服薬者」「服薬者」に分けグラフで表した。

●組合員全体の３６%が肥満（前年度比2.1%減）で、保健指導対象者

は15.1%(前年度比1.7%減）である。

●４０歳以上の組合員の42.5%(前年度比1.4%減)が肥満で、保健指

導対象者は17.6%である。

●３９歳以下の組合員の20.4%(前年度比1.9%減)が肥満で、保健指

導対象者は9.1%である。

●組合員全体の約2割、40歳以上の約3割は服薬者であり、肥満者

の方がその割合は高い。

●組合員全体の64 %が非肥満で、保健指導対象者は18.9%である。

●４０歳以上の被扶養者の22.7%(前年度比1.2%増)が肥満で、保健

指導対象者は9.4%である。

13.5(-0.2)

7.8(+0.4)

5.3(-0.8)

3.8(-0.7)

9.8(-0.9)

15.1(-0.5)

7.4(-0.3)

37.3(+2.9)

（％） （％）

8.7（+0.2）

14.3（-0.1）

2.7(+0.1)

5.1（-0.1）

6.7(+0.1)

21.2(-2.2)

4.6(+0.8)

36.6(+1.0)

肥満 22.7％

(+1.2%)

非肥満 77.3％

(-1.2%)

（％）

2,954人
671人 2,283人

18.6(+0.5)

10.4(+0.8)

6.7(-0.7)

4.8(-0.7)

10.9(+1.0)

15.8(-0.3)

6.3(-0.2)

26.4(+1.4)

1.5(-0.2)
1.4(±0)

2.1(-0.5)
1.4(-0.3)

7.0(-0.2)

13.4(-0.9)

9.8(+1.0)

63.1(+2.8)

肥満 36.0％

(-2.1%)    
非肥満64.0％

(+2.1%)
肥満 42.5％

(-1.4%)

非肥満 57.5％

(+1.4%)

肥満 20.4％

(-1.9%)
非肥満 79.6％

(+1.9%)

23,550人 16,565人 6,985人
8,472人 15,078人 9,521人 1,428人 5,557人7,044人

3,555人(15.1%)

4444人(18.9%)

2921人(17.6%)

※ 構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、必ずしも100とはならない。

278人(9.4%)

（％）

1,038人(20.6%)

778人(26.3%)

1.6

634人（9.１％）3,414人(20.6%)

※服薬者：高血圧、糖

尿病、脂質異常症のう

ちどれか１つでもレセ

プトで服薬歴が確認で

きた者（令和3年度）
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STEP1-6　特定健診・特定保健指導等の実施状況

【特定健康診査の受診率】

ア．当共済組合と全国共済組合平均（全体） イ．当共済組合と全国共済組合平均（組合員） ウ．当共済組合と全国共済組合平均（被扶養者）

【特定健康診査の受診状況（被扶養者）】

エ．年代別受診者数及び受診率 オ．受診者の健診種類別構成割合

　

86.4 

85.2 

86.5

83.3 

83.5 

84.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

R1

R2

R3

当共済組合 全国共済組合平均

98.3 

98.3 

98.4

94.6

95.1

95.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

R1

R2

R3

当共済組合 全国共済組合平均

国

目

標

90

%

(%) (%)

1,171
1,398

330
86

1,181
1,168

295

117

49.8%
54.5%

52.8%

42.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

40～49 50～59 60～69 70～74

受診者

未受診者

受診率

2,566

625

203

2,352

(%)
(人)

(歳)

62.3 60.1 61.9

31.1 31.8 31.4

6.6 8.1 6.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

R1 R2 R3
配偶者人間ドック A・B契約 パート先等

(%)

53.9 

48.1 

51.9 

47.9

45.6

48.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

R1

R2

R3

当共済組合 全国共済組合平均

(%)

A・B契約：全国の総合病院、診療所、医院等と契約

パート先等：健診結果送付票により健診結果を受領したもの

※ 構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、

合計しても必ずしも100とはならない。

● 特定健康診査の受診率は組合員・被扶養者ともに全国市町村職員共済組合連合会構成組合の平均（以下「全国共済組合平均」という。）より高い（ア・イ・ウ）

● 被扶養者の受診者数、受診率ともに50歳代が最も高い。（エ）

● 被扶養者における健診種類別の特定健診受診者数は、高い順に配偶者人間ドック、A・B契約、パート先等であり、配偶者人間ドックが約6割を占めている。（オ）
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STEP1-6　特定健診・特定保健指導等の実施状況

【特定保健指導の実施状況（全体)】 【特定保健指導の実施状況（被扶養者)】
カ. 当共済組合と全国共済組合平均の実施率 キ．当共済組合と全国共済組合平均の対象者率 ク． 当共済組合と全国共済組合平均の実施率

（組合員） （被扶養者）

【特定保健指導の実施状況（被扶養者)】

ケ． 年代別実施者数及び実施率    コ．実施種類別実施者数  サ．配偶者人間ドックにおける特定保健指導実施率

30.3 

28.8

31.2 

28.1

28.8

30.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

R1

R2

R3

当共済組合 全国共済組合平均

国

目

標

45

%
16.3

15.1

14.8

18.1 

28.0 

29.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

R3

R2

R1

当共済組合 全国共済組合平均

15 5 9 

4 8 7

75

59
32

0

20

40

60

80

100

120

R1 R2 R3

配偶者人間ドック

ICT特保

A・B契約

※R1から被扶養者ICT特保事業開始

(%)

(人)

38.2 35.3
16.6

5.9 12

7.4

55.9 49.3
74.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

R1 R2 R3

終了者 脱落者・資格喪失者 未実施者 ICT特保を利用

(%) 対象者163人対象者170人 対象者150人

15 22 10

68

107

30

1

18.1 

17.1 

25.0 

50.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

50

100

150

40～49 50～59 60～69 70～74

実施者 未実施者 実施率

(%)

(歳)

(人) (%)

● 令和3年度の特定保健指導実施率は31.2%と令和2年度より増加し、全国共済組合平均より高くなっている。（カ）

● 当共済組合特定保健指導対象者率は、組合員、被扶養者ともに全国共済組合平均と大きな差はない。組合員の対象者率は令和2年度より減少している。（キ）

● 被扶養者の特定保健指導実施率は、全国共済組合平均より高い。（ク）

● 被扶養者の特定保健指導実施者数は50歳代が最も多く、実施率は、70歳代が最も高い。（ケ）

● 被扶養者の特定保健指導実施者数は年々低下している。実施種別では配偶者人間ドックにおける終了者数が最も多く令和3年度は6割以上を占めている。

ICT特保における実施者数は7名と最も少ない。（コ）

● 配偶者人間ドックの特定保健指導未実施者の割合は令和2年度より増加している。（サ）

※特定保健指導対象者基準値

腹囲（男性85cm以上、女性90cm以上）またはBMI25以上で、血圧（最高血圧130mmHg以上または最低血圧85mmHg以上）、脂質（中性脂肪150mg/dl以上または

HDLコレステロール40mg/dl未満）、血糖（空腹時血糖（やむをえない場合は随時血糖）100mg/dl以上またはHbA1c5.6%以上）の各項目に1つでも該当した未治療の者

19.9 20.8

17.5
20.0 19.9

18.6

15.0

20.0

25.0

R1 R2 R3
当共済組合

全国共済組合平均

8.6 8.9 8.9

8.5 8.4 8.5

5.0

10.0

R1 R2 R3
当共済組合
全国共済組合平均

(%) (%)

4.0 1.8
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STEP1-6　特定健診・特定保健指導等の実施状況

【特定保健指導の実施状況（組合員）】

シ． 当共済組合と全国共済組合平均の実施率 ス. 年代別特定保健指導レベル対象者数

［積極的支援対象者］ ［動機付け支援対象者］

セ.  年代別利用者数及び実施率（令和3年度） ソ． 特定保健指導レベル別実施状況

［積極的支援対象者］ ［動機付け支援対象者］

※実施者は未終了の者も含む

34.5

0.1 0.4

65.0

36.6

0.1 0.1

63.3

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

終了 中断 資格喪失 未実施

21.8

7.9
0.3

70.0

20

7.9
0.3

71.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

終了 中断 資格喪失 未実施

58.0 63.0

● 組合員の特定保健指導実施率は32.4%と令和2年度より増加し、全国共済組合平均を上回った。（シ）

● 組合員の特定保健指導対象者数は、積極的支援は50歳代、動機付け支援は40歳代が最も多い。

令和3年度の積極的支援対象者は30代～50代で令和2年度より減少しており、動機付け支援対象者は20歳代

以外のすべての年代で令和2年度より増加している。（ス）

● 組合員の実施率は60歳代が35.9%と最も高く、30歳代が26.0%と最も低い。（セ）

● 組合員の特定保健指導実施状況は、積極的支援、動機付け支援ともに未実施の割合が高い。

また、積極的支援は動機付け支援より終了率が低く、中断率が高い。（ソ）

R3R2

(%)

29.9

29.7

29.1

32.4

28.8

30.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

R3

R2

R1

当共済組合 全国共済組合平均

(%)

国

目

標

45

%

29

187

765

888

108
47

169

706

822

133

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

20～29 30～39 40～49 50～59 60～69

122

254

677 646

75
117

270

805

662

104

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

20-29 30-39 40～49 50～59 60～69

(人) (人)

(歳) (歳)

(%)

R3R2

54
110

472 470

78
115

313

911 998

139

32.0

26.0

34.1 32.0
35.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

20～29 30～39 40～49 50～59 60～69

実施者 未実施者 実施率

(歳)

(%)

1,468
1,383

217

423

169

(人)
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STEP1-6　特定健診・特定保健指導等の実施状況

タ． 2年連続対象者率 チ． 終了者数及び終了率 ツ．

R2　積極的支援終了者 431名 R2　動機付け支援終了者　676名

テ． ト．特定保健指導対象者等の健診結果平均値

※中断者とは、初回面接を受けたが継続支援を受けずに終了した者

【収縮期血圧(mmHg)】 【拡張期血圧(mmHg)】  【HDLコレステロール（mg/ｄL）】 【体重(kg)】 【腹囲(cm)】

令和2年度の特定保健指導終了者の翌年度の状況

その他（大阪大学大学院医学系研究
科と共同での解析結果）

　 【HbA1c(％)】

中断者未利用者 終了者

39.7%

17.6%

42.7% 44.8%

37.4%

17.8%

R3

該当なし
R3

動機付け支援

該当者

R3

該当なし

R3

積極的支援

該当者

51

52

53

54

55

56

57

R2 R３
120

125

130

135

R2 R3
5.4

5.5

5.6

5.7

R2 R3

● 組合員の特定保健指導2年連続対象者率は約65%であり、令和2年度より増加している。（タ）

● 組合員の特定保健指導終了率は令和2年度と比べて横ばいである。（チ）

● 令和2年度積極的支援終了者の約60%、動機付け支援終了者の約55%が令和3年度も特定保健指導の対象となっていた。その

要因としてはBMI,HbA1c,喫煙がある。（ツ、テ）

● 令和2年度の特定保健指導利用状況別に令和3年度の健診結果の平均値を比較すると、収縮期血圧、拡張期血圧、体重、腹

囲は未利用者、終了者、中断者ともに平均値が下がっていた。HbA1cは終了者のみ平均値が下がっていた。（ト）

80.0

85.0

90.0

95.0

R2 R3
65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

R2 R3

・ 特定保健指導を初めて利用した者は、

健康診査の検査結果が有意に改善し

ている。

・ 喫煙している者は1.7倍中断率が高い。

・ 特定保健指導支援終了者が翌年度の

対象者に該当する割合が高い要因とし

て、 積極的支援対象者はBMI、HbA1c 、

喫煙、動機付け支援対象者はBMIがあ

り、特にBMIが30に近づくほど有意に高

い。

1,136 1,107 1028

30.5
28.1 28.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

R1 R2 R3

終了者 終了率

(人) (%)

64.2 61.4 65.2
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R1 R2 R3

(%)

81
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84
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R3動機付け

支援該当者

R3積極的支援

該当者

24



STEP1-6　特定健診・特定保健指導等の実施状況

【非肥満個別指導の状況（組合員）】 ※実施者は初回面接実施者で未終了の者を含む
ナ． 対象者数及び実施率 ニ. 年代別対象者数及び実施率（令和3年度） ヌ. 2年連続対象者率

ネ. 終了者数及び終了率

ノ．

ハ．

令和2年度の非肥満個別指導終
了者の翌年度の状況

56名
103名
3名

その他（大阪大学大学院医学系研究科と共同で
の解析結果）

令和2年度の終了者で令和3年度
該当なしだった者631名の内訳

検査値クリア
服薬開始
他の保健指導に移行
R3年度健診受診なし
その他

346名
123名

R2

対象者

1,381 1,401 1219

1,859

2,111
2158

42.6 
39.9 

36.1

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

R1 R2 R3

実施者 未実施者 実施率

(人) (%)

52
138

445 505

79

123

306

721
867

141

29.7 31.1

38.2
36.8 35.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

20～29 30～39 40～49 50～59 60～

実施者 未実施者 実施率

3,5123,240

1,310 1,345 1119

40.4
38.3 33.1

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

0

1,000

2,000

R1 R2 R3
終了者 終了率

● 非肥満個別指導実施率は年々低下している。令和３年度の対象者数は令和2年度より減少している。（ナ）

● 非肥満個別指導対象者数は50歳代が最も多い。また、利用率は、40歳代が最も高く、20歳代が最も低い。（ニ）

● 2年連続対象者率は約55%であり、令和3年度が最も高かった。（ヌ）

● 非肥満個別指導の実施者の終了率（対象者からみた終了者の割合）は年々低下している。（ネ）

● 令和2年度非肥満個別指導終了者1,345人のうち、令和3年度該当から外れた者は46.9％の631人であり、その中で検査値をクリアしていた者は346名（終了者全体の約25％）、服薬開

始した者は123名（全体の約9％）であった。（ノ）

(人) (%)

(%)

※非肥満個別指導対象者基準値

腹囲（男性85cm未満、女性90cm未満）かつBMI25未満で、血圧（最高血圧140mmHg以上、最低血圧90mmHg以上）、脂質（中性脂肪300mg/dl以上またはLDLコレステロール140mg/dl以上）、血糖（空腹

時血糖110mg/dl以上、HbA1c6.0%以上）の各項目に1つでも該当した未治療の者

(人)

54.4 51.7 55.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

R1 R2 R3

(%)

R３

対象者 R３

3,377

・肥満・非肥満に関わらずリスク因子を保有していることが

脳血管疾患及び虚血性心疾患の発症の要因となり、

特に、脳血管疾患においては肥満は発症と有意な関連を

認めなかったことから、非肥満者においても血圧・脂質・血糖

の適切な管理が求められる。

・非肥満個別指導の効果を分析した結果、面接利用群において

1年後の収縮期血圧・拡張期血圧・中性脂肪が有意に低下して

いた。また、飲酒習慣の改善は、収縮期血圧及び中性脂肪の

減少と有意な関連があった。

R３対象者 R3該当なし
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STEP1-6　特定健診・特定保健指導等の実施状況

【糖尿病重症化予防事業の状況（組合員）】 ※実施者：受診支援の電話が一度でも実施できた者

ヒ. 対象者数及び実施率 フ. 年代別対象者数 ヘ. 2年連続対象者率

ホ. 年代別受診支援対象者数及び実施率（令和3年度） マ. HbA1c値別対象者数（令和3年度） ミ. 事業実施別糖尿病受診状況（令和3年度）

63.6 63.4 60.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

R1 R2 R3

R1

対象者

196 53 293

353 474 251
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10.1 
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実施者数 未実施者数 実施率

(人) (%)

1 10

86 171
25

0 9

52

139

51

100

52.6
62.3

55.2

32.9

0.0

20.0

40.0
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100.0

120.0

0

50

100

150

200

250

300

350

20〜29 30～39 40～49 50～59 60～69

実施者 未実施者 実施率

● 受診支援実施率は、令和3年度急増している。これまでは事業の実施希望があった者にのみ電話をしていた

が、令和3年度から全対象者に電話をかける仕様に変更したことによる。（ヒ）

● 受診支援対象者率は、50歳代が最も高く、年々増加している。続いて、40歳代、60歳代となっている。（フ）

● 2年連続対象者率は約60%となっている。（ヘ）

● 令和3年度の実施率は、対象者が1名の20歳代を除くと、高い順に40歳代、50歳代となっている。（ホ）

● 対象者の約6割がHbA1c7%台であり、10%以上の者も約1割いる。（マ）

● 対象者の約1割は令和3年度未受診（糖尿病）であり、受診支援実施者の方が若干その割合が高い。（ミ）

0.5 3.8 31.3

52.6

11.70.0 3.0

28.3

54.3

14.40.2 3.5

25.4

57.0

14.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

R1 R2 R3

(%)

(%)(人)

(%)

293

人

55.6%

251人

41.4%

33人

11.3%
24人

9.6%

□受診者 ■未受診者

(歳)

(歳)

※糖尿病重症化予防事業対象者基準値

HbA1c7.0%以上で、生活習慣を起因としていない糖尿病患者、糖尿病透析予防指導管理料の算定対象となっている者、特別な事情を有する者を除いた者

227人

544

■未実施者 □実施者

260人

527549
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STEP1-7　生活習慣病リスクと医療機関受診状況

イ.被扶養者

BMI 血圧 脂質

血糖 喫煙 飲酒量（毎日2合以上)

【生活習慣病リスク保有率】

ア.組合員

ウ.年齢階層別生活習慣病リスク保有率（令和3年度）

2.4 6.6 11.6
17.4 19.8

3.5 4.5 5.40.0
10.0
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13.7
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36.5 34.2
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18.1
0.0
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10.4

25.5
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19.9 23.8

9.4

39.2
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20.0

30.0

40.0

BMI 血圧 脂質 血糖 喫煙 飲酒量

R1

R2

R3

10.4
14.5

20.3 22.4 24.8

6.9 7.7 7.90.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

20～29 30～39 40～49 50～59 60～64

国目標 12.2％

29.5
24.8 19.0

36.9

20.2
16.630.7 26.9

19.5
33.7

19.2 15.3
29.2

25.2 18.7
33.1

18.9 12.1
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

BMI 血圧 脂質 血糖 喫煙 飲酒量

R1

R2

R3

(%)

(%)

(%)

(歳)

組合員 被扶養者

(%) (%)

(%)(%)(%)

(歳)

(歳)(歳)

● 組合員の生活習慣病リスク保有率は、すべての項目において令和３年度減少している。（ア）

● 被扶養者の生活習慣病リスク保有率は、BMIが年々増加しており、脂質、飲酒量が令和2年度より増加している。（イ）

● 血糖以外の項目において組合員の方が被扶養者よりもリスク保有率が高い。特に、脂質、喫煙、飲酒量の差が大きい。（ア、イ）

● 組合員、被扶養者ともにBMI以外の全ての項目において、年齢とともにリスク保有率が高くなっている。（ウ）

(歳)

(歳)
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STEP1-7　生活習慣病リスクと医療機関受診状況

令和3年度の特定保健指導実施率は前年度より増加し、全国共済組合平均を上回ったことから、オンライン面接の利用者が増えたことに加え、一部所属所における訪問型特定保健指導の実施や所属所担当者と連携した利用勧奨の強化が一定の成果をあげていると考える。引き続き、実施率増加のために、これらの対策をさらに充実させる。

オ.生活習慣病受診率 カ.新規生活習慣病医療機関受診者数

キ.その他（大阪大学大学院医学系研究科と共同での解析結果）

エ.年代別生活習慣病医療機関受診率（令和3年度）

767

593 561

444

160 131 93

891

722 675

386

182 154 97

877

652 670

483

184 153 131
0

200

400
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脂質異常症 高血圧 肝機能障害 糖尿病 脳血管疾患 虚血性心疾患 腎機能障害

R1 R2 R3

1.8

4.6

6.9

1.6

3.7

7.1

1.0

2.3 2.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

20～29 30～39 40～49 50～59 60～

脳血管疾患 虚血性心疾患 腎機能障害

16.8
15.6

8.6 8.3

2.4 2.2
1.2

17.9

16.3

9.1 8.2

2.5 2.2
1.2

18.5
16.6

9.4 8.7
2.6 2.2 1.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

脂質異常症 高血圧 肝機能障害 糖尿病 脳血管疾患 虚血性心疾患 腎機能障害

R1 R2 R3

15.6
29.6

43.3

12.2

29.3

45.2

6.9

14.3

23.1

8.7
13.6

18.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

20～29 30～39 40～49 50～59 60～

脂質異常症 高血圧 糖尿病 肝機能障害(%)

（人）

(歳)

(%)

(%)

● 組合員の受診率は40歳代から60歳以上にかけて、脳血管疾患は約3.8倍、虚血性心疾患は約4.4倍、糖尿病は3.3倍、高血圧は約3.7倍上昇している。（エ）

● 組合員の生活習慣病受診率は脂質異常症、高血圧、肝機能障害、糖尿病、脳血管疾患、虚血性心疾患、腎機能障害の順に高い。また、虚血性心疾患以外の全ての

疾患で、令和3年度の受診率が最も高くなっている。（オ）

● 組合員の新規生活習慣病医療機関受診者数は、脂質異常症、肝機能障害、高血圧、糖尿病、脳血管疾患、虚血性心疾患、腎機能障害の順に多い。糖尿病、脳血管

疾患、腎機能障害は、令和3年度が最も多く、特に糖尿病は令和2年度より約100名増加している。（カ）

(歳)

【ハイリスク者の状況（組合員）】

【特定健康診査受診後、5年以内の虚血性心疾患新規発症に有意に関連する要因】

・女性であること、心臓病家族歴を有すること、 BMIが高いほどに有意にリスクが高い ・ 肥満群では高いBMI、非肥満群では心臓病家族歴が有意に関連する
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STEP1-7　生活習慣病リスクと医療関受診状況

リスク分類 血圧分類 健診判定値（単位：mmHg） 人数（人） 率（％） 人数（人） 率（％）

基準範囲内
（正常）


正常血圧
収縮期血圧130未満かつ
拡張期血圧85未満

1,477 6.3 16,133 68.5

保健指導
判定値以上

高値血圧
収縮期血圧130以上140未満または
拡張期血圧85以上90未満

689 2.9 2,101 8.9

Ⅰ度高血圧
収縮期血圧140以上160未満または
拡張期血圧90以上100未満

869 3.7 1626 6.9

Ⅱ度高血圧
収縮期血圧160以上180未満または
拡張期血圧100以上110未満

217 0.9 305 1.3

Ⅲ度高血圧
収縮期血圧180以上または
拡張期血圧110以上

70 0.3 63 0.3

3,322 14.1 20,228 85.9

リスク分類 人数（人） 率（％） 人数（人） 率（％）

基準範囲内 57 0.2 16,905 71.8

75 0.3 4,557 19.4

157 0.7 810 3.4

186 0.8 145 0.6

181 0.8 60 0.3

355 1.5 47 0.2

137 0.6 17 0.1

1,011 4.3 22,524 95.7
構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため必ずしも100とはならない。(※)組合員のうち、分析に必要な項目をすべて受診している者

総計

保健指導
判定値以上

5.6％以上5.9％以下

6.0％以上6.4％以下

受診勧奨
判定値以上

6.5％以上6.8％以下

6.9％以上7.3％以下

7.4％以上

[再掲]8.4％以上

健診判定値

5.5％以下

総計

血糖（HbA1c）測定実施

23535人

HbA1c（NGSP：国際標準値）リスク分類 糖尿病服用あり（レセプト） 糖尿病服用なし（レセプト）

受診勧奨
判定値以上

血圧測定実施

23,550人

血圧リスク分類 高血圧服用あり（レセプト） 高血圧服用なし（レセプト）

【ハイリスク者の状況（組合員）】

高血圧リスクチャート

糖尿病リスクチャート
ケ．生活習慣病起因の透析者（令和3年度）

2

ク．生活習慣病における健診レベル判定と医療機関受診状況及び治療状況（令和3年度）

(人)

未治療者 コントロール不良者

※3疾患：高血圧症、糖尿病、脂質異常症を指す。

※受診あり:３疾患のうち一つでもレセプトで病名がついていた者。

● 服薬しておらずかつ受診勧奨判定値以上の者3,743人のうち、1,619人（43.3%）が未受診である。（ク）

● 組合員の血圧測定実施者23,550人のうち、保健指導が必要な者（受診勧奨対象者を除く）は※1の2,101人（8.9%）、受診勧奨対象者のうち高血圧治療をしている者は※2の1,156人

（4.9%）、高血圧未治療の者は※3の1,994人（8.5%）である。（ク）

● HbA1c測定実施者23,535人のうち保健指導が必要な者（受診勧奨対象者を除く）は※4の4,557人（19.4%）、受診勧奨対象者のうち糖尿病治療をしている者は※5の722人（3.1%）、糖

尿病未治療の者は※6の252人（1.1%）である（ク）

● 生活習慣病基因の透析者は年々減少している。（ケ）

(※１)

(※３)

(※６）(※５)

健診判定値は、特定保健指導の階層化基準であり、日本高血圧学会の高血圧診断基準とは異なる。（高血圧診断基準の拡張期

血圧は正常血圧が80㎜Hg未満、高値血圧が80以上90㎜Hg未満）

27

30

29

2

3

8

0 10 20 30 40

R3

R2

R1

継続透析者 新規透析者

(人)

37

33

29

(※２)

(※４)

5,026

2,124

641

545

104

1,619

5,213

9,972

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

服薬あり

（レセプト）

受診勧奨

判定値以上

保健指導

判定値以上

基準範囲内

（正常）

3疾患受診あり

3疾患受診なし

10,517

（人）

3,743

5,130

5,854

※服薬あり:３疾患のうち１つでもレセプトで服薬歴が確認できた者。
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STEP1-8　がん検診受診率とがんによる医療機関受診状況

【がん検診受診率（組合員）】 ※40歳以上。子宮頸がんのみ20歳以上。 イ.年代別がん検診受診率

ア.　がん検診受診率 胃がん

【男性】 【女性】

肺がん 大腸がん

　【男性】 　【女性】 　【男性】 　【女性】

乳がん 子宮頸がん  

大腸がん検診受診率

男性

R1

R2

● 令和3年度は、全てのがん検診において受診率は増加して

いる。乳がんのみ国の目標値を上回っている。（ア）

● 年代別、男女別にみると、令和3年度の胃がん、肺がんは男

女ともに50歳代の受診率が最も高く、大腸がんは男性では50歳

代が最も高いが、女性では60歳以上が最も高い。乳がん、子宮

頸がんは60歳以上が最も高い。胃がんは全年齢において女性

より男性の方が受診率が高いが、肺がん、大腸がんは全年齢で

男性より女性の方が受診率が高い。 （イ）

： 国目標値

： 国民生活基礎調査より令和元年受診率
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STEP1-8　がん検診受診率とがんによる医療機関受診状況

【がんによる医療機関受診状況（組合員）】  

ウ.　受診者数 エ.　性別医療機関受診状況（令和3年度）
男性 女性

オ.　受診者の年代別構成割合

肺がん 大腸がん

子宮頸がん

乳がん 子宮頸がん

合計

乳がん

～39

2.0

2.4

8.0

4.8

9.3

70.0

54.8

46.5

20.0

38.1

44.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1

R2

R3

～39 40～49 50～59 60～ 70以上

2.6

3.9

3.9

34.2

37.0

38.3

54.4

47.2

51.6

8.8

11.8

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1

R2

R3

～39 40～49 50～59 60～ 70以上

4.0

2.9

3.4

25.0

26.5

26.9

51.0

50.0

44.5

20.0

20.6

25.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1

R2

R3

～39 40～49 50～59 60～ 70以上

4.9

4.8

4.3

9.8

14.3

14.9

58.5

52.4

61.7

26.8

28.6

17.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1

R2

R3

～39 40～49 50～59 60～ 70以上

8.3

13.3

22.2

33.3

33.3

33.3

58.3

53.3

44.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1

R2

R3

～39 40～49 50～59 60～ 70以上

50 41 100 114
12

42 42

102
127

15

43 47

119 128

18

0

50

100

150

R1

R2

R3

● 令和3年度のがんによる医療機関受診者数は、乳

がん、大腸がん、肺がんの順に多く、胃がん以外

のがんは年々増加している。（ウ）

● 男性では大腸がん、女性では乳がん受診者が多

い。（エ）

● 乳がんと子宮頸がんは、その他のがんと比較して

若年者の受診者が多く、乳がんは約4割が49

歳以下、子宮頸がんは約3割が40歳代、約2割

が39歳以下となっている。（オ）

(人)

(歳)

(歳) (歳)(歳)

(歳)

大腸がん
56.1%胃がん

21.3%

肺がん
22.6%

乳がん
66.8%

大腸がん
14.2%

子宮頸がん
9.5%

胃がん 4.2%
肺がん5.3%

胃がん

乳がん

大腸がん肺がん
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STEP1-9　後発医薬品の使用状況

ア．後発医薬品使用率 ウ．差額通知による効果検証

【後発医薬品使用率(数量ベース）】

イ．令和３年度診療分年齢階級別ジェネリック医薬品使用率（数量ベース） 【後発医薬品使用率（金額ベース）】

29.8

27.9

76.3 78.3 
79.8 

79.8 81.8 82.7 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

R1 R2 R3

当共済組合 他都市共済平均

令和3年1・2・3月レセプトを元に、後発医薬品への切替による効果額が一定以上の

組合員に対し、令和3年12月に差額通知約3,000通を発送

翌年の同月である令和4年1・2・3月レセプトと比較し、通知による効果を数量ベー

ス・金額ベースで算出

49.9 49.7 
48.5 

28.0 
28.2 28.2 

24.3 23.4 

30.4 

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1月 2月 3月

加入者全体（R4)

通知後（R4)

通知前（R3）

（％）

76.9 78.1 77.2 

60.3 61.0 61.0 

53.6 
51.4 

55.4 
40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

1月 2月 3月

加入者全体（R4)

通知後（R4)

通知前（R3）

（％）

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0
当共済組使用率79.8％

国目標80％

（％）

国目標80％

（％）

（歳）

● 後発医薬品の使用率（数量ベース）は年々上昇しているが、国の目標の80％以上には0.2％達しておらず、他都市共済平均よりも低率である。（ア）

● 令和3年度診療分ジェネリック医薬品使用率について僅かに80％に達していない。5～19歳が特に低率となっており、自治体の医療費助成制度の対象者であるこ

とがひとつの要因と考えられる。（イ）

● 差額通知による効果の検証の結果、金額ベース3月を除いて数量・金額ベースともに使用率は上昇しているが、加入者全体の平均には届いていない。（ウ）

※参考とした他都市共済

市町村職員共済組合47組合、都市職員共済組合3組合、

指定都市職員共済組合7組合（川崎市・横浜市・神戸市を除く）
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STEP2　健康課題の抽出

・オンライン面談の実施者が2名→74名と大幅に増加している。

・

STEP ニ ・ 【組合員の特定保健指導事業等の充実】

1-4 ヌ ・

ノ ・

・生活習慣病にかかる組合員一人当たり医療費は、男女ともに40歳代からの増加が著しい。

STEP ・

1-5
・ ・

・39歳以下の組合員の20.4%が肥満（前年度比1.9%減）で、保健指導対象者は9.1%（前年度比0.7%減）である。

・

STEP キ ・ ・

1-6 シ ・

セ ・組合員の年代別特定保健指導実施率は30歳代が26%と最も低い。

ソ ・積極的支援は動機付け支援より終了率が低く、中断率が高い。

タ ・ ・

チ ・

ツ ・令和2年度積極的支援終了者の約60%、動機付け支援終了者の約55%が令和3年度も特定保健指導の対象と

STEP ア ・組合員の生活習慣病リスク保有率は、すべての項目において令和3年度減少している。

1-7 ウ ・BMI以外のすべての項目において、年齢とともにリスク保有率が高くなっている。

オ ・組合員の生活習慣病受診率は、虚血性心疾患以外のすべての疾患で、令和3年度が最も高くなっている。

カ ・組合員の新規生活習慣病受診者数について、糖尿病、脳血管疾患、腎機能障害は令和3年度が最も多か

った。

ク ・服薬しておらずかつ受診勧奨判定値以上の者3,743人のうち、1619人(43.3%)が未受診である。

・組合員の血圧測定実施者23,550人のうち、保健指導が必要な者（受診勧奨対象者を除く）は2,101人(8.9%)、

受診勧奨対象者のうち高血圧治療をしている者は1,156人(4.9%)、高血圧未治療の者は1,994人(8.5%)

組合員全体の約２割、40歳以上の約３割は服薬者であり、肥満者の方がその割合は高い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

なっていた。その要因としては、BMI,HbA1c、喫煙がある。

組合員の特定保健指導2年連続対象者率は約65%であり、令和2年度より増加している。 生活習慣病にかかる組合員一人当たり医療費は、男女ともに高血圧性疾患が最も高く
なっており、生活習慣病の中でも特に高血圧予防に重点を置いた対策が重要である。一
方、組合員の血圧測定実施者のうち、約1割は治療を必要としないが生活習慣の改善が
必要な者で、保健指導により服薬治療へ移行しないようにすることが期待できる。また、
約1割は受診勧奨判定値以上だが未治療の者であり、特定保健指導等の事業を通して受
診につなげ、重症化を予防する必要がある。
これらの分析結果を視覚的にわかりやすくまとめ、血圧コントロールの必要性について組
合員本人や所属所担当者に情報提供する。また、広報や出張型健康講座のテーマに高
血圧予防を取り入れる。

組合員の特定保健指導終了率は28.1%と令和2年度と比べて横ばいである。

である。

STEP1-2

組合員の特定保健指導対象者率は令和2年度より減少しているが、2年連続対象となる
者（リピーター）は約60%と増加している。また、特定保健指導を終了した者であっても、半
分以上が翌年度も対象となっていることから、リピーターでさらに特定保健指導を利用し
たことがない者を対象に、特化型の特定保健指導を実施し、リピーターの減少を図る。

ハフ

組合員全体の36.0%が肥満（前年度比2.1%減）で、保健指導対象者は15.1%（前年度比1，7%減）である。

40歳以上の組合員の42.5%が肥満（前年度比1.4%減） で、保健指導対象者は17.6%（前年度比0.3%増）である。
令和3年度の特定保健指導実施率は前年度より増加し、全国共済組合平均を上回ったこ
とから、オンライン面接の実施者が増えたことに加え、一部所属所における訪問型特定保
健指導の実施や所属所担当者と連携した利用勧奨の強化が一定の成果をあげていると
考える。引き続き、実施率増加のために、これらの対策をさらに充実させる。

一部所属所において日時を指定した訪問による特定保健指導を実施し、高い実施率を維持している。

男性組合員における疾病別一人当たり医療費は循環器系の疾患が最も高い。

1

生活習慣病にかかる組合員一人当たり医療費は男女ともに高血圧性疾患が最も高く、またどの疾患において
も女性より男性の方が高い。

組合員の特定保健指導対象者率は令和2年度より減少した。 生活習慣病にかかる組合員一人当たり医療費は、男女ともに40歳代からの増加が著し
く、また生活習慣病リスク保有率はほぼすべての項目において年齢と共に上昇していくた
め、より若い年代からの良好な生活習慣の確立が重要である。しかし、30歳代の特定保
健指導率は最も低いことから、39歳以下の対象者への利用勧奨を強化する。

組合員の特定保健指導実施率は32.4%と令和2年度より増加し、全国共済組合平均を上回った。

基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性
優先

順位
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STEP2　健康課題の抽出

基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性
優先

順位

【組合員の非肥満個別指導事業の充実】

・

・

STEP ナ ・

1-6 ヌ ・

ノ ・令和2年度非肥満個別指導終了者1,345人のうち、令和3年度該当から外れた者は46.9%の631人であり、その

中で検査値をクリアしていた者は346人（終了者全体の約25%）であった。

ハ ・大阪大学大学院と共同で行った非肥満者に対する分析の結果、肥満、非肥満に関わらず、リスク因子を保有

は発症と関連がなかった。また、非肥満個別指導の効果分析の結果、面接利用群において1年後の収縮期血

・

STEP エ ・

1-7

カ ・組合員の新規生活習慣病医療機関受診者数について、糖尿病、脳血管疾患、腎機能障害は令和3年度が最

も高かった。

ク ・

・組合員の血圧測定実施者23,550人のうち、保健指導が必要な者（受診勧奨対象者を除く）は2,101人(8.9%)、

受診勧奨対象者のうち高血圧治療をしている者は1,156人(4.9%)、高血圧未治療の者は1,994人(8.5%)である。

STEP チ ・年齢階級別の被扶養者一人当たり医療費は、50歳代からの増加が著しく、70代で突出して高くなっている。 【被扶養者の特定健診受診率及び特定保健指導利用率の向上】

1-4

・

・

STEP イ ・被扶養者の特定健康診査受診率は約50%であり、全国平均より高く、令和2年度より増加している。 ・

1-6 オ ・被扶養者における健診種類別の特定健診受診者数は配偶者人間ドックが最も多く、約6割を占めている。

ク ・被扶養者の特定保健指導の実施率は前年度より約1割減少した。

コ ・被扶養者における実施種類別の実施者数は配偶者人間ドックが6割以上を占めており、ICT特保が最も少ない。

STEP イ ・被扶養者の生活習慣病リスク保有率はBMIが年々増加しており、脂質と飲酒量が令和2年度より増加してい

1-7 る。また、血糖は組合員よりも被扶養者の方がリスク保有率が高い。

3

被扶養者の特定健診受診率は前年度より増加しているが、組合員も合わせた全体の受
診率は、国目標値にわずかに届いていない。受診割合の6割を占める配偶者人間ドック
の申込期間を延長することにより、さらなる受診率の向上を図る。

服薬しておらずかつ受診勧奨判定値以上の者3,743人のうち、1619人(43.3%)が未受診である。

STEP1-5 40歳以上の被扶養者の22.7%が肥満（昨年より1.2%増）で、保健指導対象者は9.4%である。　

STEP1-5 組合員の64.0%が非肥満で、そのうち保健指導対象者は18.9%である。

令和2年度終了者のうち、翌年度検査値が改善したことにより対象から外れた者が約25%
いた。また、大学院との共同研究で、面接利用群において1年後の血圧、中性脂肪が有
意に低下していたとの分析結果が出た。これらのことより、非肥満個別指導事業は成果を
出していると考えられるが、実施率は年々低下している現状がある。事業の効果および非
肥満者への保健指導の必要性について、視覚的にわかりやすく対象者に情報提供を行う
ことや、所属所担当者及び事業主との連携強化により、実施率の増加につなげる。

非肥満個別指導実施率は年々低下している。

非肥満個別指導2年連続対象者率は約55%であり、令和3年度が最も高かった。

被扶養者の生活習慣病リスク保有率はBMI、脂質、飲酒量について前年度より増加して
おり、生活習慣改善の必要な者が増加している現状があるが、特定保健指導実施率は前
年度より1割も減少しているため、実施率の向上に向けた取り組みを検討する必要があ
る。そのため特定保健指導の約6割を占める配偶者人間ドック実施機関への働きかけや
ICT特保の利用勧奨の強化を行う。

2

していることが脳血管疾患及び虚血性心疾患の発症要因となっていた。特に脳血管疾患では肥満であること

圧、拡張期血圧、中性脂肪が有意に低下していた。 組合員の受診率は40歳代から60歳以上にかけて、脳血管疾患は約3.8倍、虚血性心疾患
は約4.4倍上昇している。大学との共同研究で、非肥満者であってもリスク因子の保有は
脳血管疾患、虚血性心疾患の発症要因となることがわかった。これらの健康情報を共済
組合だより等をとおして提供し、非肥満者の健康づくりへの動機付けを図る。組合員の受診率は40歳代から60歳以上にかけて、脳血管疾患は約3.8倍、虚血性心疾患は約4.4倍、糖尿病は

3.3倍、高血圧は約3.7倍上昇している。
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STEP2　健康課題の抽出

基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性
優先

順位

【組合員の糖尿病重症化予防事業の充実】

STEP ヌ

1-4 ・

STEP ヒ ・

1-6 ヘ ・

マ ・糖尿病重症化予防事業の対象者の約6割がHbA1c7％台であり、10%以上の者も約1割いる。

ミ ・

STEP オ ・令和3年度の組合員の糖尿病受診率は令和2年度より高い。

1-7 カ また、令和3年度の糖尿病新規受診者数は483名で、令和元年度からの3年間で最も多い。 ・

・

【組合員のがん検診の受診率向上】

STEP ケ ・

1-4 ネ ・

・ ・

・

STEP ア ・

1-8

イ ・胃がん検診は男女ともに全てのがんにおいて国の目標値である50%を達成していない。

・子宮頸がん検診について、20代の受診率が約20%、30代の受診率が約40%と若年層の受診率が低い。 ・

・

ウ ・

エ ・

オ ・

糖尿病重症化予防事業の受診支援実施率は令和2年度より増加しているが、保健指導
支援につながった者は1割に満たない。糖尿病支援においては、適切な受診や治療に向
けた支援も重要であるが、生活習慣の改善も並行して行うことが効果的であるため、委託
業者との連携により保健指導支援実施者の増加に向けた取り組みを行う。

糖尿病受診率は前年度より増加しており、新規受診者数はこの3年間で最も多くなってい
る現状から、糖尿病にかかる医療費は今後も増えていくことが予測される。組合員の
HbA1c測定者のうち、糖尿病治療をしているが血糖コントロール不良と考えられる者が
3.1%おり、中には不定期受診や指示通りに服薬できていない者も含まれていると考えられ
る。また、受診勧奨判定値以上だが未治療の者が1.1%いる。さらに糖尿病重症化予防事
業の対象者のうち約1割は未受診である。令和3年度、回答書の返却がない者に対し、所
属所を通じて連絡したことで受診支援実施者が増加しているため、この取組については
今後も継続する。また、正しい治療状況についてレセプトを分析し、その結果について業
者と共有することで、受診支援の質の向上を図る。

がんの早期発見、早期治療のため、医療機関による精密検査対象者への紹介状発行を
継続するとともに、未受診者への受診勧奨を充実させる。乳がんと子宮頸がんは、その他のがんと比較して若年者の受診者が多く、乳がんは約4割が49歳以下、子宮頸

がんは約3割が40歳代、約2割が39歳以下となっている。

令和3年度のがんによる医療機関受診者数は、乳がん、大腸がん、肺がんの順に多く、胃がん以外のがんは
年々増加している。男性では大腸がん、女性では乳がんの受診者が多い。

令和3年度にがん検診を原則無料化したことにより、受診率は全てのがん検診において
増加している。一方、がん関連医療費については、男性では大腸がん、女性では肺がん
と子宮頸がんにおいて年々増加しており、医療機関受診者数は胃がん以外のがんにおい
て年々増加している現状がある。
引き続きがん検診の受診率向上のために、無料化は継続するとともに、年度途中加入者
にも受診できる機会をつくる。また、データでみるヘルスケアや共済だより等で、がんに関
する分析結果について視覚的にわかりやすく情報提供することで、検診受診の動機付け
を図る。

組合員のがん関連医療費における一人当たり医療費は、男性は肺がん、女性は乳がんが最も高い。

令和3年度は、全てのがん検診において受診率が上昇しているが、国の目標値である50%を達成しているのは
乳がんのみである。

乳がんと子宮頸がんは、その他のがんと比較して若年者の受診者が多く、特に子宮頸が
んは約2割が39歳以下であるが、子宮頸がん検診の受診率は20代、30代で低くなってい
る。よって、39歳以下に対する子宮頸がん健診の個別通知を継続する。

胃がんは全年齢において女性より男性の方が受診率が高いが、肺がん、大腸がんは全年齢で女性の方が受
診率高い。

5

ク
組合員のHbA1c測定実施者23,535人のうち、受診勧奨対象者で糖尿病治療をしている者（血糖コントロール不
良疑い）は722人（3.1%）、受診勧奨対象者で糖尿病未治療の者は252人（1.1%）である。

悪性新生物医療費は総医療費の6.8％（約6.5億円）を占めている。

女性組合員の疾病別一人当たり医療費は、新生物が最も高い。

・生活習慣病にかかる一人当たり医療費のうち、糖尿病にかかる医療費は男性で2番目、女性で3番目に高い。

令和3年度糖尿病重症化予防事業の対象者数及び受診支援の実施率は令和2年度より増加した。

糖尿病重症化予防事業の2年連続対象者率は約60%となっている。

対象者の約1割は令和3年度未受診（糖尿病）であり、受診支援実施者の方がその割合が高い。

STEP1-2 保健指導支援の実施者は8.5%と少ない。

STEP1-2 精密健康診査受診率は胃がん以外のがんにおいて前年度より減少しており、国の目標値の90%に達していない。

4

ホ　マ がん関連医療費における一人当たり医療費は、男性では大腸がんが、女性では肺がんと子宮頸がんが年々増
加している。
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STEP2　健康課題の抽出

基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性
優先

順位

【歯科健診・歯科保健指導の実施】

STEP ケ ・

1-4 ・

・

【後発医薬品の使用促進】

STEP ・

1-9

・

7
後発医薬品の使用率は年々上昇しているが、国の目標（80%）に達していない。
年齢階級別では、5～19歳が低率である。

医療費通知への啓発文書の封入・広報誌での周知のほか、新規組合員等に対する使用
促進カードやシール等の配付により、継続して啓発する。

自治体の医療費助成対象者を含む5～19歳が低率であり、さらなる使用促進が必要であ
ることから、引き続き全加入者が通知対象となり得る総医療費ベースで差額通知を実施し
啓発する。

6

歯科医療費は、総医療費の11.9％（約11.4億円）を占めている。

歯科医療費は総医療費の11.9%を占め、令和3年度の疾病別組合員一人当たり医療費が
1番高いことから、特定保健指導及び非肥満個別指導時において、歯科健診受診対象者
に受診勧奨・保健指導を継続して実施する。二　ネ 令和3年度の疾病別組合員一人当たり医療費で歯科は男女ともに2番目に高い疾患となっている。
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STEP3　保健事業の計画と目標・評価指標

実施計画

資格 年齢 対象者 令和5年度
中間評価

（令和2年度末）
最終評価

（令和5年度末）
中間評価

（令和2年度末）
最終評価

（令和5年度末）

特定健康診査
（組合員）

【目的】
生活習慣病の予防・早期発見
【概要】
・定期健康診断データ把握
・定期健診対象外の者への受診券
発行、健診データ把握

組合員 40～74 全員 2

・コラボヘルスにより事業主から若
年者（39歳以下）も含めた健診結果
データの把握
　
・休職者への周知・受診券の発行
　
・派遣者の健診の周知と把握の強
化

特定健康診査
（被扶養者）

【目的】
生活習慣病の予防・早期発見
【概要】
・配偶者人間ドックによる実施
・集合契約による実施（受診券発
行）
・上記以外の特定健診同等の事業
受診者の健診結果の収集

被扶養者 40～74 全員 1

　
・配偶者人間ドック受診率向上のた
めに、申込期間を4，5月の2か月に
延長

・集合契約（受診券発行）

・郵送による健診結果報告者にQUO
カードの配布
　
・配偶者人間ドック申込者のうち未
受診者、集合契約未受診者への再
案内通知

特定保健指導
（組合員）

【目的】
生活習慣改善による生活習慣病及
び合併症の予防
【概要】
対象者：肥満であり生活習慣病のリ
スクが高い者
・３９歳以下を含めた事業実施
・初回指導は会場での対面面接ま
たはオンライン面接の実施
・事業主及び所属所担当者との連
携（コラボヘルス）

組合員

　
40～74
（当共済
組合独

自事業と
して39歳
以下も対

象）

基準
該当者

1

・一部所属所における訪問型特定
保健指導の継続、新規開催に向け
た所属所担当者との調整

・39歳以下の対象者への利用勧奨
及びＩＣＴ面接の強化

・全事業主及び所属所に「データで
みるヘルスケア」の説明

・歯科健診対象者に保健指導・受診
勧奨の実施

・リピーターに対する特化型特定保
健指導の実施

47,667

特定保健指導
（被扶養者）

【目的】
生活習慣改善による生活習慣病及
び合併症の予防
【概要】
対象者：肥満であり生活習慣病のリ
スクが高い者
・配偶者人間ドックによる実施
・集合契約機関による実施（利用券
発行）
・遠隔面接による実施

被扶養者 40～74
基準

該当者
1

・遠隔面接による実施者の増加のた
めに、配偶者人間ドック受診者に対
し直接利用勧奨する。（郵送または
電話）

・配偶者人間ドック実施機関に健診
当日の保健指導実施強化について
働きかける

1,411

※注1　：1．保険者　　2．事業主が主体で保健事業の一部としても活用

区分 事業名 事業の目的および概要

対象者 実施
主体
※注1

R5年度
予算

（千円）

・対象者の減少
→対象者率
(全体）16.7%
（組合員）18.7%
（被扶養者）7.7%
　
（組合員）
・終了者が翌年度の対象
者に該当する割合50.0%
・2年連続対象者率62.5%
（被扶養者）
・配偶者人間ドックの未実
施者割合65.0%

・対象者の減少
→対象者率
（全体）15.1%
（組合員）16.6%
（被扶養者）7.7%
　
（組合員）
・終了者が翌年度の対象
者に該当する割合45.0%
・.2年連続対象者率60.0%
(被扶養者）
配偶者人間ドックの未実施
者割合50.0%

アウトプット指標 アウトカム指標

特
定
健
康
診
査

93,515

受診率
当共済組合全体
　87.9%
組合員
　98.3%
被扶養者
　59.0%

受診率
当共済組合全体
　90.0%
組合員
　98.5%
被扶養者
  63.2%

保
健
指
導

（全体）
・内臓脂肪症候群該当者
及び予備群の減少
→内臓脂肪症候群該当者
率12.5%

・生活習慣病リスクの低下
→生活習慣病リスク保有率
（BMI、血圧、脂質、血糖、
飲酒量、喫煙）の低下
　
（被扶養者）
・継続受診者の増加
→2年連続受診率（行動変
容）46.6%

（全体）
・内臓脂肪症候群該当者
及び予備群の減少
→内臓脂肪症候群該当者
率10.0%

・生活習慣病リスクの低下
→生活習慣病リスク保有率
（BMI、血圧、脂質、血糖、
飲酒量、喫煙）の低下
　
（被扶養者）
・継続受診者の増加
→2年連続受診率（行動変
容）50.0%

実施率
当共済組合全体
　36.9%
組合員
　38.4%
被扶養者
　19.8%

実施率
当共済組合全体
　45.0%
組合員
　46.3%
被扶養者
  31.5%
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STEP3　保健事業の計画と目標・評価指標

実施計画

資格 年齢 対象者 令和5年度
中間評価

（令和2年度末）
最終評価

（令和5年度末）
中間評価

（令和2年度末）
最終評価

（令和5年度末）

※注1　：1．保険者　　2．事業主が主体で保健事業の一部としても活用

区分 事業名 事業の目的および概要

対象者 実施
主体
※注1

R5年度
予算

（千円）

アウトプット指標 アウトカム指標

非肥満個別指導

【目的】
生活習慣改善による生活習慣病及
び合併症の予防
【概要】
対象者：非肥満であり生活習慣病
のリスクが高い者
・39歳以下を含めた事業実施
・初回指導は会場での対面面接ま
たはオンライン面接の実施
・事業主及び所属所担当者との連
携（コラボヘルス）

組合員 全年齢
基準

該当者
1

・事業の効果及び非肥満者への保
健指導の必要性に関する情報提供

・全事業主及び所属所に「データで
みるヘルスケア」の説明
　
・ICT面接の強化
　
・食生活実践スタータ―講座の実施

・歯科健診対象者に保健指導・受診
勧奨の実施

38,420 実施率　43.0% 実施率　45.0%

・対象者の減少
→対象者率
40歳以上19.3%
39歳以下14.1%

・対象者の減少
→対象者率
40歳以上14.5%
39歳以下5.0%

糖尿病重症化予防
事業

【目的】
糖尿病による重症化・合併症発症
予防と医療費の抑制
【概要】
対象者：HbA1c７％以上の者
・受診支援及び保健指導支援
・39歳以下を含めた事業実施
・事業主及び所属所担当者との連
携（コラボヘルス）

組合員 全年齢
基準

該当者
1

・受診勧奨支援全対象者の状況把
握（回答書の返送がない者に対し所
属所を通じて連絡）

・未受診者及び不適切治療者のレ
セプト分析

・保健指導支援実施者の増加に向
けた委託業者との調整
　
・全事業主及び所属所に「データで
みるヘルスケア」の説明

7,093
実施率　87.5% ・実施率　87.5%

・対象者の減少
→対象者率2.2%

・未治療者の減少
→受診者率92.5%
　
・新規の生活習慣病起因
の透析者の抑制
→生活習慣病起因の透析
者数70人

・対象者の減少
→対象者率2.0%

・未治療者の減少
→受診者率95.0%

・新規の生活習慣病起因
の透析者の抑制
→生活習慣病起因の透析
者数70人

がん検診

【目的】
がんの早期発見・早期治療による
がん死亡の減少
【概要】
・自己負担金の原則無料化
・受診勧奨
・精度管理
・精検受診勧奨

組合員 全年齢 全員 1

・無料化の継続

・全事業主及び所属所に「データで
みるヘルスケア」の説明

・20～30歳代女性組合員への子宮
頸がん検診受診勧奨個別通知
　
・精密検査対象者への医療機関に
よる紹介状の発行、未受診者への
受診勧奨通知及び個別連絡

373,814

・受診率（40歳以上）
胃がん検診　47.7%
肺がん検診　48.9%
大腸がん検診49.1%
乳がん検診　50.0%
子宮頸がん検診(20歳以
上）　43.8%
　
・精密検査受診率
胃がん検診　83.9%
肺がん検診　82.9%
大腸がん検診　79.8%
乳がん検診　90.0%
子宮頸がん検診80.0%

・受診率（胃・肺・大腸・乳
がんは40歳以上、子宮頸
がんは20歳以上）50.0%
　
・精密検査受診率
各種がん検診　90.0%

・がんの早期発見・早期治
療
→がん検診受診率50.0%

・精度の高い検査
→各医療機関へのチェック
リスト実施率100%
　

・がんの早期発見・早期治
療
　
・がん検診受診率50.0%

出張型健康講座

【目的】
へルスリテラシーの向上による健康
増進
【概要】
・全組合員を対象
・所属が複数の講座から内容を選
択
・所属に出向いての実施

組合員 全年齢 全員 1

・全事業主及び所属所に「データで
みるヘルスケア」の説明
 
・ICTを活用した講座の実施

22,440 利用率　25.0% 利用率　30.0%

・組合員のヘルスリテラ
シーの向上
→講座実施後のアンケート
の良い及び非常に良いと
回答した者の割合90.0以上

・組合員のヘエルス・リテラ
シーの向上
→講座実施後のアンケート
の良い及び非常に良いと
回答した者の割合90.0%以
上

 
 
 
 

疾
病
予
防

保
健
指
導
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STEP3　保健事業の計画と目標・評価指標

実施計画

資格 年齢 対象者 令和5年度
中間評価

（令和2年度末）
最終評価

（令和5年度末）
中間評価

（令和2年度末）
最終評価

（令和5年度末）

※注1　：1．保険者　　2．事業主が主体で保健事業の一部としても活用

区分 事業名 事業の目的および概要

対象者 実施
主体
※注1

R5年度
予算

（千円）

アウトプット指標 アウトカム指標

医療費通知

【目的】
医療費抑制
【概要】
個別通知

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1

・年4回送付
・後発医薬品使用促進に関する情
報提供（年4回）
・保険者7割負担の仕組みを掲載
・自治体発行医療証の有無の照会
について掲載
・重複・頻回受診の啓発記事を掲載

6,255 年4回配付 年4回配付
適正な受診による医療費
の減少

適正な受診による医療費
の減少

後発医薬品の使用
促進

【目的】
医療費抑制
【概要】
個別通知（差額通知）
啓発文書
広報誌掲載

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1
①差額通知の実施及び効果検証
②新規資格取得者へ希望カード・希
望シール等の配付

1,518
①年1回実施
②対象者への配付100%

①年1回実施
②対象者への配付100%

後発医薬品の使用促進
（使用率を80％以上）

後発医薬品の使用促進
（使用率を82％以上）

広報誌等発行

【目的】
へルスリテラシーの向上による健康
増進、医療費抑制への意識づけ
【概要】
①共済組合だより（運営、事業案
内、健康情報の提供等）
②健康カレンダー（健康関連情報や
医療費抑制への提供等）

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1

①共済組合だより
・年４回発行
・年間計画を立て計画的、戦略的な
健康情報の発信
・後発医薬品の利用促進の働きか
け
・時期に応じた各種制度の周知
②健康カレンダー

12,500
①年4回配付
②年1回配付

①年4回配付
②年1回配付

がん検診や特定健診等の
保健事業の実施率の向上
※　目標値は各事業の実
施率に準じる

がん検診や特定健診等の
保健事業の実施率の向上
※目標値は各事業の実施
率に準じる

ホームページ

【目的】
各種制度や事業の情報提供、へル
スリテラシーの向上による健康増進
【概要】
各種制度の説明、事業案内、健康
情報の提供、医療費抑制に向けた
啓発（連合会の財政調整を受けるこ
とで掛金が抑制されていること及び
データヘルス計画について周知）

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1

・健康情報の掲載
・保健事業情報の更新
・第2期データヘルス計画の更新
・各種制度説明内容の充実

1,560
更なるアクセス数の増加
（年間330,000件）

更なるアクセス数の増加
（年間350,000件）

　
特定健診、特定保健指導
等の実施率の向上
※目標値は各事業の実施
率に準じる

　
特定健診、特定保健指導
等の実施率の向上
※目標値は各事業の実施
率に準じる

レセプト内容点検
【目的】医療費の適正化
【概要】支払基金で審査されたレセ
プトについて、より詳細な内容点検

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1 点検業務の実施 666 月1回実施 月1回実施
適正な点検業務による医
療費の減少

適正な点検業務による医
療費の減少

加入者の適正服薬
に対する取組

【目的】医療費の適正化
【概要】個別通知

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1
・適正服薬に係る個別通知の実施
・通知後の服薬状況の確認 0 ― 半期に1回実施

適正服薬による医療費の
減少

適正服薬による医療費の
減少

柔道整復施術療養
費の適正化

【目的】
医療費の適正化
【概要】請求内容の審査や適正受診
に向けた取組

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1
①点検業務の実施
②長期継続・頻回受診者への照会
③新規資格取得者に啓発

9,512
①点検率　100%
②月1回実施
③対象者への配付100%

①点検率　100%
②月1回実施
③対象者への配付100%

適正な点検業務による療
養費の減少

適正な点検業務による療
養費の減少

普
及
啓
発

医
療
費
適
正
化
事
業
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STEP3　保健事業の計画と目標・評価指標

実施計画

資格 年齢 対象者 令和5年度
中間評価

（令和2年度末）
最終評価

（令和5年度末）
中間評価

（令和2年度末）
最終評価

（令和5年度末）

※注1　：1．保険者　　2．事業主が主体で保健事業の一部としても活用

区分 事業名 事業の目的および概要

対象者 実施
主体
※注1

R5年度
予算

（千円）

アウトプット指標 アウトカム指標

扶養認定の適正な
運営

【目的】
医療費の適正化
【概要】
扶養状況確認調査（検認）

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1 検認の実施 5,680 年1回実施 年1回実施 検認による医療費の減少 検認による医療費の減少

そ
の
他

コラボヘルス事業

【目的】保健事業の効率化
【概要】
課題解決型のコラボヘルスを展開
①事業主との定例会議
②データでみるヘルスケア（健康課
題と対策を提案）の配付
③保健事業の利便性の向上に向け
た環境づくり（受診勧奨や保健指導
の場所等）
④退職者説明会における健康管理
の情報提供

組合員
被扶養者

全年齢 全員 1

【健康課題解決型コラボヘルスの取
組】
①事業主との定例会議の開催
②「データでみるヘルスケア」の配付
【保健事業の利便性の向上に向け
た取組】
③所属へ出向き健康課題の検討と
保健事業利用勧奨に向けたコラボ
ヘルス（受診勧奨、保健指導を受け
やすい環境づくり等）
④退職者説明会において保健事業
や健康管理に関する情報提供

0

・特定保健指導実施率
38.4%
・非肥満個別指導実施率
43.0%

・特定保健指導実施率
46.3%
・非肥満個別指導実施率
45.0%

・定例会議年1回以上開催
・データでみるヘルスケア
の配付数（全事業主数）
・退職者説明会年1回以上
参加

・定例会議年1回以上開催
・データでみるヘルスケア
の配付数（市長部局全所
属所数）
・退職者説明会年1回以上
参加

※ コラボヘルス　：　健康的な職場環境の整備や組合員における健康意識・生活習慣の改善に向けた取組みを、事業主との協働の下で推進すること。
※ ヘルス・リテラシー　：　健康面での適切な意思決定に必要な基本的な健康情報やサービスを調べ、得て、理解し、効果的に利用する力のこと。

医
療
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